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330 複合地区第 66 回年次大会議事規則 
 
 
１． 330 複合地区第 66 回年次大会は代議員が参集した形での代議員会開催が困難となっ

た為、郵送で議案の決議を行うこととする。その他大会行事は中止とする。尚、330 複
合地区第 66 回年次大会の代議員会は代議員登録を代議員登録締切日であった 3 月 27
日(金)までに代議員登録を済ませた複合地区内の現・元国際協会役員およびクラブ代議
員をもって構成する。 

 
２． 大会議長にはガバナー協議会議長、大会副議長にはガバナー協議会副議長、大会幹事

にはガバナー協議会幹事、大会会計にはガバナー協議会会計が当たる。大会議長に事故
あるときは大会副議長がこれに当たり、大会副議長が欠けたときにはあらかじめ定め
た順位に従ってこれに当たる。 

 
３． 議長は下記の委員会を設け、代議員のうちからその委員長および副委員長（さらに必

要な場合は顧問）を任命する。委員は議長が指名を行う。 
 （１）資格審査委員会 
 （２）議事運営委員会 
 （３）決議委員会 
 （４）選挙委員会（選挙が行われる場合のみ設置） 
 
４． 議決はすべて、期限内に投票した構成員全員の過半数をもって決する。可否同数の場

合は議長の裁定するところによる。ただし、複合地区会則改正など別途に定める場合は
その規定による。クラブ代議員が投票できないときは補欠がこれに代わる。 

 
５． 議案は、あらかじめ文書をもって各地区ガバナーを経由してガバナー協議会に提出す

る。ガバナー協議会はこれを検討のうえ大会議案を決定し、郵送による決議投票締切日
2 週間前までに各クラブに通知する。それ以外の方法で提出された議案を審議しようと
するときは、今大会登録代議員の 3 分の 2 以上の同意を必要とする。ただし、その議
案は前もって文書で議長に提出しなければならない。 

 
６． 郵送での決議は以下のとおり行うこととする。 
<決議の方法> 
（１） 議案および代議員証の送付 

   2020 年 5月 11日に 330 複合地区ガバナー協議会事務局より各クラブ事務局へ 
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① 代議員証（各代議員１枚） 
② 議案集（各代議員１部） 
③ 決議用紙（各代議員１枚） 
④ 受領確認連絡票（各クラブ１枚） 
⑤ 意見報告書（議案に対する質問や意見等があった場合に同封。各代議員１部） 
⑥ 返信手順フローチャート（各クラブ１枚） 
⑦ 切手貼付済返信用大封筒（各クラブ１通） 
⑧ 代議員証・決議用紙封入用小封筒封入用中封筒（各代議員１通） 
⑨ 決議用紙封入用小封筒（各代議員１通） 

  を配達証明郵便にて送付する。 
  尚、選挙が行われる場合はそれに関する書類が追加される。 
 
（２） 受領確認 

各クラブより上記書類の受領確認を同封の受領確認連絡票による FAXまたはメール
にて 330 複合地区ガバナー協議会事務局に送付する。 

 
（３） 代議員証、決議用紙の郵送方法 

   ➀ 代議員証は、代議員およびクラブ会長の署名の上、代議員証・決議用紙封入用小
封筒封入用中封筒に封入してください。 

   ② 記入済決議用紙は、代議員自身が決議用紙封入用小封筒に封入した上で、署名済
代議員証を封入した代議員証・決議用紙封入用小封筒封入用中封筒に同封してく
ださい。 

   ③ 署名済代議員証と記入済決議用紙を封入した代議員証・決議用紙封入用小封筒
封入用中封筒を切手貼付済返信用大封筒に入れ、クラブで一括して 330 複合地区
ガバナー協議会事務局へ郵送してください。 

 
（４） 投票期限 

   決議用紙は 2020年 5月 22 日必着とし、以降に到着したものは無効とする。 
 
<開票方法> 
（１） 開票日時 
  2020年 5 月 23 日（土） 13:30 より 
 
（２） 開票場所 

   330 複合地区ガバナー協議会事務局 
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（３） 立会人 
   資格審査委員会 議事運営委員会 決議委員会 各地区選出立会人 
 
（４） 開票作業 

① 資格審査委員会は返信封筒より代議員証を収集し、代議員資格の確認および投票
総数の確認を行う。 

② 議事運営委員会および各地区選出立会人は開票作業が適正に行われていること
を確認する。 

③ 決議委員会は返信用封筒より決議用紙が封入された小封筒のみを集計し、投票結
果を報告する。 
 

<議案審議について> 
 本来であれば、議案審議については代議員の質問や意見交換等の議論を経て決議するも
のである。参集した形での代議員会開催が困難な状況を鑑み、議案決議以前に以下の手順を
踏むことで議案審議の代替手段とする。 
 
 （１）議案および説明文書の配信 
    4 月下旬に各議案をメールにて各クラブを経由し代議員へ配信する。7日間程度の

期間をおき、簡潔な文書による質問や意見等を受付ける。 
 （２）意見報告書の添付 
    5 月 11 日に行う「議案および代議員証の送付」の際に、先に挙げられた質問や意

見を添付し、代議員各位が多種多様な考え方に基づき判断をすることを支援する。 
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山本直正 （川崎リバティ） 進藤義夫 （東京世田谷） 富弥克司 （横浜磯子）
吉本晴夫 （藤沢中央） 山寺育三 （韮崎）
森川明治郎 （坂戸） 河西璋八 （南アルプス）
中井正力 （東京新宿） 石川和城 （富士吉田）
亀井真司 （横須賀）
藤井栄一 （ところざわ）
平賀新也 （甲府舞鶴）
倉田雅史 （小田原白梅）
岩野秀夫 （笛吹）
村松滝夫 （上野原）

伊賀保夫 （東京ピース） 平賀新也 （甲府舞鶴） 阿部かな子 （東京ピース）
上野繁幸 （東京江戸川） 鹿野祥誠 （東京数寄屋橋）

日下勲 （東京成城） 中村安次 （東京巣鴨）
坂本純一 （東京三鷹）
伊藤勝 （東京田無）
戸田一郎 （東京麻布）
石田健 （東京江戸川東）

吉田實 （東京文京）
戸田周良 （東京町田）

島田佳宣 （秩父中央） 平賀新也 （甲府舞鶴） 藤田俊夫 （横浜みなとみらい）

倉田雅史 （小田原白梅） 井田渉 （川崎富士見）
漆原正人 （行田） 岩田耕平 （平塚）
吉田茂 （蓮田） 松本善万 （甲府シティ）

渡辺譲 （都留）
渡邉明 （蕨）
根岸昌樹 （大宮北）
木檜敏明 （上尾）
兒玉清則 （秩父中央）
堀米博 （横浜）
野島一夫 （厚木）
大竹良 （横須賀東）
花輪武彦 （南アルプス）
田中幸春 （綾瀬）
田中昇 （さいたま与野）

大嶋洋一 （秩父中央）
根岸務 （川越葵）

選挙があった場合は、決議委員会が兼任。

330複合地区第66回年次大会

代替代議員会運営構成表

選　挙

大会委員長　秋山詔樹
（市川大門三珠）

大会実行委員長　牧田健一
（横浜戸塚中央）

議　事　運　営

決　議

大会議長　石原英司
（330-B地区前ガバナー・上野原）

大会幹事　島田佳宣
（330-C地区ガバナー・秩父中央）

大会会計　伊賀保夫
（330-A地区ガバナー・東京ピース）

資　格　審　査

大会副議長　山本直正
（330-B地区ガバナー・川崎リバティ）

委員会 委員長 副委員長 委　員 顧　問
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議案 １.【資料】 

 

複合地区共通会則改正案 

 

・必携５８版変更案 

・国際理事候補規則 

＜議　案 １.＞

＜議　案 ２.＞

【提案理由】

＜議　案 ３.＞

＜議　案 ４.＞

＜報告事項＞

１ヶ月２３０円（日本ライオンズ賛助会費８０円含む）、複合地区大会費として会員

無料とする。

複合地区共通会則改正案について(改正案は別添）

（ガバナー協議会議長提案）

（ガバナー協議会議長提案）

１名当たり１ヶ月５０円の合計２８０円を納入する。但し、二人目以降の家族会員は

（Ａ）必携５８版変更案

（Ｂ）国際理事立候補者推薦手続規則の改正案

（Ｂ）一般社団法人日本ライオンズ関係

　各ライオンズクラブは、2020～2021年度の複合地区運営費として会員１名当たり

2020～2021年度複合地区費及び大会費の件。

2020～2021年度学生会員の複合地区会費は徴収しない。

　　①2018～2019年度一般社団法人日本ライオンズ会計報告

（ガバナー協議会議長提案）

（ガバナー協議会議長提案）

議　　案

　　②2019～2020年度一般社団法人日本ライオンズ上半期会計報告

下記の会計報告を承認願いたい。(内容は別添）

（Ａ）３３０複合地区関係

　　①2018～2019年度３３０複合地区会計報告

　　②2019～2020年度３３０複合地区上半期会計報告
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複合地区共通会則改正案 
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・国際理事候補規則 
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国
際
理
事
会
⽅
針
書
記
載
の
ク
ラ
ブ
付
則
第
8条

第
３
項
(h
)

10
1

7〜
9

（
ｈ

）
理

事
会

は
、

全
て

の
新

企
画

及
び

⽅
針

を
そ

れ
ぞ

れ
担

当
の

常
設

委
（

ｈ
）

理
事

会
は

、
全

て
の

新
企

画
及

び
⽅

針
を

そ
れ

ぞ
れ

担
当

の
常

設
委

 
標

準
版

を
ク

ラ
ブ

の
実

情
に

合
わ

せ
て

変
更

で
き

る
と

こ
ろ

な
の

で
、
⽇
本
語
で
の
⼀
般

 
 

員
会

⼜
は

特
別

委
員

会
に

委
託

し
、

そ
の

委
員

会
に

研
究

し
て

も
ら

い
、

 
 

員
会

⼜
は

特
別

委
員

会
に

委
託

し
、

提
⾔

を
求

め
る

。
的
な
表
現
に
置
き
換
え
て

『
そ

の
委

員
会

に
研

究
し

て
も

ら
い

、
勧

告
を

受
け

る
。

』
と

翻
 

 
勧

告
を

受
け

る
。

訳
し

て
あ

る
と

こ
ろ

を
『
提
⾔
を
求
め
る
。
』
に
置
き
換
え
る
。

付
則
第
1条

第
1項

（
ｅ
）
終
⾝
会
員
（
２
）

10
6

23
〜

27
（
ｅ
）
終
⾝
会
員
 
（
２
）

（
ｅ
）
終
⾝
会
員
 
（
２
）

（
２

）
今

後
の

国
際

会
費

の
代

わ
り

に
Ｕ

Ｓ
＄

６
５

０
も

し
く

は
現

地
通

貨
に

よ
る

Ｕ
Ｓ

＄
（

２
）

今
後

の
国

際
会

費
の

代
わ

り
に

Ｕ
Ｓ

＄
６

５
０

も
し

く
は

現
地

通
貨

（
２

）
今

後
の

国
際

会
費

の
代

わ
り

に
Ｕ

Ｓ
＄

６
５

０
も

し
く

は
現

地
通

貨
 

 
６

５
０

相
当

額
を

所
属

ク
ラ

ブ
が

納
⼊

、
及

び
ク

ラ
ブ

は
、

終
⾝

会
員

に
対

し
て

ク
ラ

 
 

に
よ

る
Ｕ

Ｓ
＄

６
５

０
相

当
額

を
所

属
ク

ラ
ブ

が
納

⼊
、

及
び

ク
ラ

ブ
 

 
に

よ
る

Ｕ
Ｓ

＄
６

５
０

相
当

額
を

所
属

ク
ラ

ブ
が

納
⼊

 
 

ブ
が

適
当

と
⾒

な
す

会
費

を
課

す
こ

と
が

で
き

る
。

 
 

は
、

終
⾝

会
員

に
対

し
て

ク
ラ

ブ
が

適
当

と
⾒

な
す

額
の

会
費

を
課

す
 

下
線

部
分

は
英

語
版

に
は

な
い

。
ま

た
ラ

イ
オ

ン
ズ

必
携

10
7ペ

ー
ジ

５
⾏

⽬
か

ら
下

線
 

 
こ

と
が

で
き

る
。

を
付

し
た

表
記

が
な

さ
れ

て
お

り
、

印
刷

時
の

誤
り

と
判

断
さ

れ
る

の
で

、
下

線
部

分
は

削
除

す
る

。
付
則
第
６
条
 
会
議
 
第
４
項
ク
ラ
ブ
特
別
会
合

12
6

18
〜

20
第
6条

 
会
議
 
第
4項

 
ク
ラ
ブ
特
別
会
合

第
6条

 
会
議
 
第
4項

 
ク
ラ
ブ
特
別
会
合

・
・

・
会

議
の

⽬
的

、
⽇

時
、

場
所

が
記

載
さ

れ
た

特
別

会
合

通
知

書
は

、
会

合
⽇

の
少

な
・

・
・

・
・

・
。

会
合

の
⽬

的
、

⽇
時

、
場

所
が

記
載

さ
れ

た
特

別
会

合
通

・
・

・
・

・
・

。
会

合
の

⽬
的

、
⽇

時
、

場
所

が
記

載
さ

れ
た

特
別

会
合

通
く

と
も

１
０

⽇
前

に
、

本
ク

ラ
ブ

の
会

員
に

・
・

・
知

書
は

、
会

合
⽇

の
少

な
く

と
も

10
⽇

前
に

、
本

ク
ラ

ブ
の

会
員

に
・

・
・

知
書

は
、

会
合

⽇
の

少
な

く
と

も
10

⽇
前

ま
で

に
、

本
ク

ラ
ブ

の
会

員
に

・
 

英
⽂

表
記

は
 

at
 le

as
t t

en
(1

0)
 d

ay
s 

pr
io

r t
o 

th
e 

da
te

 th
er

eo
f. 

   
と

記
載

さ
れ

て
お
り
、
⽇
本
語
と
し
て
馴
染
み
あ
る
表
現
で
は
、
１
０
⽇
前
ま
で
に
 
 
と
い
う
表
現
に
変

更
す
る
。
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ラ
イ
オ
ン
ズ
必
携
改
訂
案
 
新
旧
対
⽐
表

乗
⽥

 
R2

.3
.3

1 
執

⾏
理

事
会

承
認

済
２
/７

 
複
合
地
区
会
則
の
改
訂
案

ペ
ー

ジ
⾏

 
数

現
在

の
記

載
改

訂
案

改
訂

案
の

変
更

趣
旨

第
２
条
 
⽬
的

第
２
条
 
⽬
的

第
２
条
 
⽬
 
的

 
複

合
地

区
内

の
各

準
地

区
（

以
下

本
会

則
に

お
い

て
地

区
と

称
す

る
）

の
 

現
⾏

の
第

２
条

の
後

半
部

分
は

残
す

。
13

8
6〜

11
 

本
組

織
は

、
複

合
地

区
内

の
ラ

イ
オ

ン
ズ

ク
ラ

ブ
の

融
和

協
調

を
図

る
と

運
営

を
円

滑
な

ら
し

め
る

こ
と

を
⽬

的
と

す
る

。
 

国
際

会
則

や
標

準
版

複
合

地
区

会
則

の
⽬

的
は

具
体

的
で

あ
る

が
、
必
携
の
⽬
的
は
少
し

と
も

に
、

ラ
イ

オ
ニ

ズ
ム

を
⾼

揚
す

る
た

め
に

ラ
イ

オ
ン

ズ
ク

ラ
ブ

国
際

協
（

ａ
) 

ラ
イ

オ
ン

ズ
ク

ラ
ブ

国
際

協
会

の
⽬

的
を

本
複

合
地

区
内

で
推

進
す

具
体
性
に
⽋
け
る
の
で
、
よ
り
具
体
的
で
会
員
に
と
っ
て
理
解
が
早
い
と
考
え
る
の
で
標
準

会
の

基
本

活
動

⽅
針

に
従

い
、

複
合

地
区

内
の

各
準

地
区

（
以

下
本

会
則

に
 

 
る

た
め

、
運

営
機

構
を

設
け

る
。

版
複
合
地
区
会
則
に
記
載
さ
れ
て
い
る
⽬
的
に
置
き
換
え
る
。

お
い

て
地

区
と

称
す

る
）

の
運

営
を

円
滑

な
ら

し
め

る
こ

と
を

⽬
的

と
す

る
。

（
ｂ

）
  世

界
の

⼈
々

の
間

に
相

互
理

解
の

精
神

を
培

い
発

展
さ

せ
る

。
（

Ｃ
）

 よ
い

施
政

と
良

い
公

⺠
の

原
則

を
⾼

揚
す

る
。

（
ｄ

）
 地

域
社

会
の

⽣
活

、
⽂

化
、

福
祉

お
よ

び
公

徳
⼼

の
向

上
に

積
極

的
 

 
関

⼼
を

⽰
す

。
（

ｅ
）

 友
情

、
親

善
、

相
互

理
解

の
き

ず
な

に
よ

っ
て

会
員

間
の

融
和

を
は

 
 

か
る

。
（

ｆ
）

 ⼀
般

に
関

⼼
の

あ
る

す
べ

て
の

問
題

を
⾃

由
に

討
論

で
き

る
場

を
設

 
 

け
る

 。
た

だ
し

、
政

党
、

宗
派

の
問

題
を

ク
ラ

ブ
会

員
は

討
論

し
て

は
 

 
な

ら
な

い
 。

（
ｇ

）
奉

仕
の

⼼
を

持
つ

⼈
々

が
個

⼈
の

経
済

的
報

酬
な

し
に

社
会

に
奉

仕
 

 
す

る
よ

う
励

ま
し

、
ま

た
商

業
、

⼯
業

、
専

⾨
職

業
、

公
共

事
業

及
び

 
 

個
⼈

事
業

の
能

率
化

を
は

か
り

、
道

徳
的

⽔
準

を
さ

ら
に

⾼
め

る
。

第
4条

 
役
 
員
 
 
 

削
 

除
13

8
16

〜
18

第
４
条
 
役
 
員

第
４
条
 
優
越
性

 
現
⾏
の
第
４
条
は
第
5条

と
記
載
が
重
複
し
て
お
り
、
削
除
す
る
。

 
複

合
地

区
の

役
員

に
は

ガ
バ

ナ
ー

協
議

会
構

成
員

、
お

よ
び

ガ
バ

ナ
ー

 
国

際
会

則
及

び
付

則
と

ラ
イ

オ
ン

ズ
ク

ラ
ブ

国
際

協
会

の
⽅

針
と

抵
触

せ
第
4条

 
優
越
性
 
 

新
 

設
協

議
会

が
選

任
す

る
者

を
も

っ
て

こ
れ

に
当

て
る

。
ず

に
複

合
地

区
が

そ
れ

を
改

正
し

た
場

合
を

除
き

、
複

合
地

区
は

標
準

版
複

 
第

4条
の

と
こ

ろ
に

現
⾏

第
26

条
の
『
国
際
協
会
会
則
お
よ
び
付
則
と
の
関
係
』

が
や

や
も

合
地

区
会

則
及

び
付

則
に

準
拠

す
る

も
の

と
す

る
。

複
合

地
区

の
会

則
及

び
す

る
と

皆
さ

ん
の

意
識

の
中

か
ら

忘
れ

去
ら

れ
て

い
る

と
思

わ
れ

る
節

が
あ

る
の

で
、
同
趣

付
則

と
国

際
会

則
及

び
付

則
の

間
に

抵
触

す
る

規
定

ま
た

は
⽭

盾
が

存
す

る
旨
の
国
際
理
事
会
⽅
針
書
に
掲
載
の
標
準
版
複
合
地
区
会
則
第
6条

の
優
越
性
を
記
載
す
る

場
合

は
い

か
な

る
場

合
も

、
国

際
会

則
及

び
付

則
に

準
拠

す
る

も
の

と
す

る
。

。
優

越
性

の
記

載
は

、
標

準
版

複
合

地
区

会
則

、
地

区
会

則
、

ク
ラ

ブ
会

則
に

も
早

め
の

条
数

の
と

こ
ろ

に
記

載
さ

れ
て

い
る

。

第
6条

 
複
合
地
区
連
絡
会
議
 
 

削
 

除
14

1
13

〜
27

第
６
条
 
複
合
地
区
連
絡
会
議

 
複

合
地

区
連

絡
会

議
の

中
の

複
合

地
区

議
⻑

連
絡

会
議

は
⼀

般
社

団
法

⼈
⽇

本
ラ

イ
オ

ン
14

2
1〜

5
全

⽂
削

除
ズ

執
⾏

理
事

会
と

し
て

運
営

さ
れ

て
お

り
、

複
合

地
区

各
種

委
員

⻑
会

議
も

現
在

複
合

地
区

ガ
バ

ナ
ー

協
議

会
議

⻑
が

委
員

⻑
を

務
め

⼀
般

社
団

法
⼈

⽇
本

ラ
イ

オ
ン

ズ
の

組
織

と
し

て
運

営
さ

れ
て

い
る

。

14
2

6〜
第
７
条
 
複
合
地
区
年
次
⼤
会

第
６
条
 
複
合
地
区
年
次
⼤
会

現
⾏

複
合

地
区

会
則

第
６

条
を

削
除

し
た

の
で

、
条

数
が

繰
り

上
が

っ
た

。
 

内
容

の
変

更
な

し
 

内
容

の
変

更
な

し

14
3

26
〜

第
８
条
 
複
合
地
区
委
員
会

第
７
条
 
複
合
地
区
委
員
会

現
⾏

複
合

地
区

会
則

第
６

条
を

削
除

し
た

の
で

、
条

数
が

繰
り

上
が

っ
た

。
 

内
容

の
変

更
な

し
 

内
容

の
変

更
な

し

14
4

10
〜

第
９
条
 
ラ
イ
オ
ン
誌
⽇
本
語
版

第
８
条
 
ラ
イ
オ
ン
誌
⽇
本
語
版

現
⾏

複
合

地
区

会
則

第
６

条
を

削
除

し
た

の
で

、
条

数
が

繰
り

上
が

っ
た

。
 

内
容

の
変

更
な

し
 

内
容

の
変

更
な

し
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ラ
イ
オ
ン
ズ
必
携
改
訂
案
 
新
旧
対
⽐
表

乗
⽥
 
R2
.3
.3
1 

執
⾏
理
事
会
承
認
済

３
/７

 
複
合
地
区
会
則
の
改
訂
案

ペ
ー
ジ
⾏
 
数

現
在

の
記

載
改

訂
案

改
訂

案
の

変
更

趣
旨

該
当
な
し

第
９
条
 
⼀
般
社
団
法
⼈
⽇
本
ラ
イ
オ
ン
ズ

１
．
ラ
イ
オ
ン
ズ
ク
ラ
ブ
国
際
協
会
の
⽬
的
を
推
進
し
、
適
正
迅
速
な
情
報

１
．
⽇
本
ラ
イ
オ
ン
ズ
の
定
款
第
３
条
の
⽬
的
を
掲
載
し
た
。

 
の
交
換
を
図
り
つ
つ
複
合
地
区
ガ
バ
ナ
ー
協
議
会
を
サ
ポ
ー
ト
し
、
⽇
本

 
の
ラ
イ
オ
ン
ズ
ク
ラ
ブ
の
発
展
の
た
め
に
⼀
般
社
団
法
⼈
⽇
本
ラ
イ
オ
ン

 
ズ
（
以
下
⽇
本
ラ
イ
オ
ン
ズ
と
い
う
）
を
設
⽴
し
た
。

２
．
ガ
バ
ナ
ー
協
議
会
議
⻑
並
び
に
地
区
ガ
バ
ナ
ー
は
、
ガ
バ
ナ
ー
協
議
会

２
．
現
⾏
会
則
第
１
０
条
１
項
記
載
の
後
半
部
分
を
記
載
。

 
の
同
意
の
下
に
⽇
本
ラ
イ
オ
ン
ズ
の
運
営
に
参
画
す
る
。

３
．
ガ
バ
ナ
ー
協
議
会
議
⻑
並
び
に
地
区
ガ
バ
ナ
ー
は
、
就
任
と
同
時
に
⽇

３
．
現
⾏
会
則
第
１
０
条
３
項
を
そ
の
ま
ま
記
載
。

 
本
ラ
イ
オ
ン
ズ
の
正
社
員
と
し
て
⼊
社
申
し
込
み
を
し
、
社
員
総
会
で
⼊

 
社
が
承
認
さ
れ
て
正
社
員
と
な
る
。

 
 
ガ
バ
ナ
ー
協
議
会
議
⻑
並
び
に
地
区
ガ
バ
ナ
ー
以
外
で
理
事
・
監
事
に

 
理
事
・
監
事
で
ガ
バ
ナ
ー
協
議
会
議
⻑
ま
た
は
地
区
ガ
バ
ナ
ー
以
外
の
⼈
は
正
社
員
と

 
就
任
す
る
も
の
は
、
正
社
員
と
し
て
⼊
社
申
し
込
み
を
し
、
社
員
総
会
で

し
て
申
し
込
み
を
す
る
こ
と
を
記
載
。

 
⼊
社
が
承
認
さ
れ
て
正
社
員
と
な
る
。

 
 
各
複
合
地
区
は
⽇
本
ラ
イ
オ
ン
ズ
の
定
款
に
定
め
る
賛
助
社
員
と
す
る
。

 
現
⾏
会
則
第
１
０
条
２
項
の
複
合
地
区
に
関
す
る
こ
と
を
記
載
。

 
 
賛
助
社
員
は
、
賛
助
会
費
を
⽀
払
う
。

４
．
前
年
度
に
⼊
社
し
た
社
員
は
、
前
項
の
正
社
員
⼊
社
承
認
後
速
や
か
に

４
．
前
年
度
⼊
社
社
員
の
退
社
規
定
で
現
⾏
会
則
第
１
０
条
４
項
の
記
載
の
ま
ま
。

 
⽇
本
ラ
イ
オ
ン
ズ
に
退
会
届
を
提
出
し
退
会
す
る
。

５
．
理
事
及
び
監
事
は
、
社
員
総
会
の
決
議
に
よ
っ
て
正
社
員
の
う
ち
か
ら

５
．
理
事
・
監
事
の
選
任
に
関
す
る
も
の
で
⽇
本
ラ
イ
オ
ン
ズ
定
款
第
２
３
条
を
記
載
。

 
選
任
す
る
。

６
．
⽇
本
ラ
イ
オ
ン
ズ
の
監
事
を
選
出
し
て
い
な
い
複
合
地
区
か
ら
、
監
査

６
．
会
計
監
査
委
員
の
選
出
に
関
す
る
も
の
で
、
現
⾏
会
則
第
１
０
条
５
項
を
記
載
。

 
委
員
を
各
１
名
選
出
す
る
。
監
査
委
員
は
、
監
事
と
と
も
に
⽇
本
ラ
イ
オ

 
ン
ズ
の
会
計
監
査
を
⾏
い
複
合
地
区
年
次
⼤
会
で
そ
の
結
果
を
報
告
す
る
。

７
．
複
合
地
区
は
他
の
複
合
地
区
と
協
調
し
て
複
合
地
区
の
運
営
を
⾏
う
た

７
．
ガ
バ
ナ
ー
協
議
会
議
⻑
連
絡
会
議
の
名
称
を
⽇
本
ラ
イ
オ
ン
ズ
執
⾏
理
事
会
に
変
更

 
め
、
複
合
地
区
ガ
バ
ナ
ー
協
議
会
議
⻑
連
絡
会
議
に
替
え
⽇
本
ラ
イ
オ
ン

 
 
し
て
い
る
。

 
ズ
に
全
複
合
地
区
ガ
バ
ナ
ー
協
議
会
議
⻑
を
含
む
構
成
員
に
よ
る
執
⾏
理

 
 
内
容
に
変
更
な
し
。

 
事
会
を
置
き
協
議
す
る
。

８
．
複
合
地
区
は
他
の
複
合
地
区
と
協
調
し
て
複
合
地
区
運
営
を
⾏
う
た
め
、

８
．
複
合
地
区
各
種
委
員
⻑
連
絡
会
議
を
廃
し
、
⽇
本
ラ
イ
オ
ン
ズ
に
各
種
委
員
会
を
置

 
複
合
地
区
各
種
委
員
⻑
連
絡
会
議
に
替
え
、
⽇
本
ラ
イ
オ
ン
ズ
に
各
種
委

 
 
い
た
。
 
 
内
容
に
変
更
な
し
。

 
員
会
を
置
き
協
議
す
る
。

9．
⽇
本
ラ
イ
オ
ン
ズ
の
各
種
委
員
会
決
定
事
項
は
、
⽇
本
ラ
イ
オ
ン
ズ
執
⾏

９
．
各
種
委
員
会
の
決
議
は
、
執
⾏
理
事
会
で
承
認
さ
れ
た
後
、
理
事
会
に
報
告
協
議
後
、

 
理
事
会
並
び
に
理
事
会
で
承
認
さ
れ
た
の
ち
そ
れ
ぞ
れ
の
複
合
地
区
ガ
バ
ナ

 
ガ
バ
ナ
ー
協
議
会
で
同
意
を
得
て
初
め
て
有
効
に
な
る
。
現
⾏
会
則
第
６
条
４
項
の
規

 
ー
協
議
会
の
同
意
を
得
て
有
効
と
な
る
。

 
定
を
そ
の
ま
転
記
し
て
い
る
。

10
．
ガ
バ
ナ
ー
協
議
会
議
⻑
が
、
国
際
会
則
及
び
付
則
並
び
に
国
際
理
事
会

10
．
現
⾏
会
則
第
６
条
５
項
を
そ
の
ま
ま
転
記
し
て
い
る
。

 
⽅
針
書
の
規
定
に
違
反
す
る
⾏
為
を
し
た
と
み
な
さ
れ
る
場
合
に
は
、
⽇

 
本
ラ
イ
オ
ン
ズ
の
執
⾏
理
事
会
、
理
事
会
並
び
に
各
種
委
員
会
等
へ
の
出

 
席
を
控
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

11
．
い
く
つ
か
の
複
合
地
区
に
共
通
す
る
事
項
に
つ
き
、
関
係
す
る
複
合
地

１
１
．
現
⾏
会
則
第
６
条
６
項
を
そ
の
ま
ま
転
記
し
て
い
る
。

 
区
の
代
表
者
が
⽇
本
ラ
イ
オ
ン
ズ
の
執
⾏
理
事
会
⼜
は
委
員
会
と
は
別
に

 
協
議
す
る
こ
と
を
妨
げ
な
い
。
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ラ
イ
オ
ン
ズ
必
携
改
訂
案
 
新
旧
対
⽐
表

乗
⽥
 
R2
.3
.3
1 

執
⾏
理
事
会
承
認
済

４
/７

 
複
合
地
区
会
則
の
改
訂
案

ペ
ー
ジ
⾏
 
数

現
在

の
記

載
改

訂
案

改
訂

案
の

変
更

趣
旨

14
6

7〜
11

第
11
条
 
ガ
バ
ナ
ー
協
議
会
事
務
局
 

第
10
条
 
ガ
バ
ナ
ー
協
議
会
事
務
局

現
⾏
複
合
地
区
会
則
第
６
条
を
削
除
し
た
の
で
、
条
数
が
繰
り
上
が
っ
た
。

 
内
容
に
変
更
な
し

 
内
容
に
変
更
な
し

14
6

12
〜

第
12
条
 
複
合
地
区
会
計

第
11
条
 
複
合
地
区
会
計

現
⾏
複
合
地
区
会
則
第
６
条
を
削
除
し
た
の
で
、
条
数
が
繰
り
上
が
っ
た
。

 
内
容
に
変
更
な
し

 
内
容
に
変
更
な
し

第
２
章
 
地
 
区

第
２
章
 
地
 
区

第
２
章
 
地
 
区

14
7

第
13
条
 
⽬
 
的

第
12
条
 
⽬
 
的

現
⾏
複
合
地
区
会
則
第
６
条
を
削
除
し
た
の
で
、
条
数
が
繰
り
上
が
っ
た
。

 
内
容
に
変
更
な
し

 
内
容
に
変
更
な
し

14
7

第
14
条
 
構
成
お
よ
び
組
織

第
13
条
 
構
成
お
よ
び
組
織

現
⾏
複
合
地
区
会
則
第
６
条
を
削
除
し
た
の
で
、
条
数
が
繰
り
上
が
っ
た
。

 
内
容
に
変
更
な
し

 
内
容
に
変
更
な
し

14
8

第
15
条
 
地
区
ガ
バ
ナ
ー
、
第
１
お
よ
び
第
２
副
地
区
ガ
バ
ナ
ー

第
14
条
 
地
区
ガ
バ
ナ
ー
、
第
１
お
よ
び
第
２
副
地
区
ガ
バ
ナ
ー

現
⾏
複
合
地
区
会
則
第
６
条
を
削
除
し
た
の
で
、
条
数
が
繰
り
上
が
っ
た
。

 
内
容
に
変
更
な
し

 
内
容
に
変
更
な
し

15
2

第
16
条
 
地
区
ガ
バ
ナ
ー
・
キ
ャ
ビ
ネ
ッ
ト

第
15
条
 
地
区
ガ
バ
ナ
ー
・
キ
ャ
ビ
ネ
ッ
ト

現
⾏
複
合
地
区
会
則
第
６
条
を
削
除
し
た
の
で
、
条
数
が
繰
り
上
が
っ
た
。

第
１
項
、
第
２
項
 
内
容
に
変
更
な
し

第
１
項
、
第
２
項
 
内
容
に
変
更
な
し

第
１
項
、
第
２
項
 
内
容
に
変
更
な
し

３
．
地
区
ガ
バ
ナ
ー
は
キ
ャ
ビ
ネ
ッ
ト
会
議
を
主
宰
す
る
。
定
例
会
議
は
年

３
．
地
区
ガ
バ
ナ
ー
は
キ
ャ
ビ
ネ
ッ
ト
会
議
を
主
宰
す
る
。
定
例
会
議
は
年

 
４
回
と
し
、
そ
の
他
必
要
に
応
じ
て
開
く
こ
と
が
で
き
る
。
こ
れ
ら
の
会

 
４
回
と
し
、
そ
の
他
必
要
に
応
じ
て
開
く
こ
と
が
で
き
る
。
こ
れ
ら
の
会

議
で
地
区
ガ
バ
ナ
ー
、
前
地
区
ガ
バ
ナ
ー
、
第
１
副
地
区
ガ
バ
ナ
ー
、
第
２

 
議
で
地
区
ガ
バ
ナ
ー
、
前
地
区
ガ
バ
ナ
ー
、
第
１
副
地
区
ガ
バ
ナ
ー
、
第

副
地
区
ガ
バ
ナ
ー
、
地
区
名
誉
顧
問
会
議
⻑
、
キ
ャ
ビ
ネ
ッ
ト
幹
事
、
キ
ャ

 
２
副
地
区
ガ
バ
ナ
ー
、
地
区
名
誉
顧
問
会
議
⻑
、
キ
ャ
ビ
ネ
ッ
ト
幹
事
、

ビ
ネ
ッ
ト
会
計
、
リ
ジ
ョ
ン
・
チ
ェ
ア
パ
ー
ソ
ン
、
ゾ
ー
ン
・
チ
ェ
ア
パ
ー

 
キ
ャ
ビ
ネ
ッ
ト
会
計
、
リ
ジ
ョ
ン
・
チ
ェ
ア
パ
ー
ソ
ン
、
ゾ
ー
ン
・
チ
ェ

ソ
ン
、
地
区
委
員
⻑
に
投
票
権
が
与
え
ら
れ
る
。

 
ア
パ
ー
ソ
ン
、
地
区
委
員
⻑
に
投
票
権
が
与
え
ら
れ
る
。

（
33
1・

33
2・

33
3・

33
5・

33
6・

33
7）

３
．
地
区
ガ
バ
ナ
ー
は
キ
ャ
ビ
ネ
ッ
ト
会
議
を
主
宰
す
る
。
定
例
会
議
は
年

 
昨
年
度
の
国
際
理
事
会
で
地
区
Ｆ
Ｗ
Ｔ
/Ｇ

Ｌ
Ｔ
/Ｇ

Ｍ
Ｔ
/Ｇ

Ｓ
Ｔ
/Ｌ

Ｃ
Ｉ
Ｆ
コ
ー
デ
ィ

 
４
回
と
し
、
そ
の
他
必
要
に
応
じ
て
開
く
こ
と
が
で
き
る
。
こ
れ
ら
の
会

ネ
ー
タ
ー
に
は
投
票
権
が
与
え
ら
れ
な
く
な
っ
た
。
従
っ
て
第
１
６
条
３
項
は
昨
年
度
の

議
で
地
区
ガ
バ
ナ
ー
、
前
地
区
ガ
バ
ナ
ー
、
第
１
副
地
区
ガ
バ
ナ
ー
、
第
２

複
合
地
区
会
則
変
更
の
議
題
は
取
り
下
げ
ら
れ
た
が
、
M
D３

３
０
と
M
D３

３
４
は
取
り

副
地
区
ガ
バ
ナ
ー
、
地
区
名
誉
顧
問
会
議
⻑
、
キ
ャ
ビ
ネ
ッ
ト
幹
事
、
キ
ャ

下
げ
ら
れ
ず
に
可
決
し
た
の
で
、
他
の
複
合
地
区
と
合
わ
せ
る
た
め
今
年
度
に
会
則
変
更
す

ビ
ネ
ッ
ト
会
計
、
リ
ジ
ョ
ン
・
チ
ェ
ア
パ
ー
ソ
ン
、
ゾ
ー
ン
・
チ
ェ
ア
パ
ー

る
必
要
が
あ
る
が
、
こ
の
改
訂
案
が
複
合
地
区
で
承
認
さ
れ
る
と
、
⾃
動
的
に
変
更
に
な
る

ソ
ン
、
地
区
委
員
⻑
お
よ
び
地
区
Ｆ
Ｗ
Ｔ
/Ｇ

Ｌ
Ｔ
/Ｇ

Ｍ
Ｔ
/Ｇ

Ｓ
Ｔ
/

。
Ｌ
Ｃ
Ｉ
Ｆ
コ
ー
デ
ィ
ネ
ー
タ
ー
に
投
票
権
が
与
え
ら
れ
る
。

（
33
0・

33
4）

第
4項

、
第
5項

 
内
容
に
変
更
な
し

第
4項

、
第
5項

 
内
容
に
変
更
な
し

第
4項

、
第
5項

 
内
容
に
変
更
な
し
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ラ
イ
オ
ン
ズ
必
携
改
訂
案
 
新
旧
対
⽐
表

乗
⽥
 
R2
.3
.3
1 

執
⾏
理
事
会
承
認
済

５
/７

 
複
合
地
区
会
則
の
改
訂
案

ペ
ー
ジ
⾏
 
数

現
在

の
記

載
改

訂
案

改
訂

案
の

変
更

趣
旨

15
3

第
17
条
 
キ
ャ
ビ
ネ
ッ
ト
構
成
員

第
16
条
 
キ
ャ
ビ
ネ
ッ
ト
構
成
員

現
⾏
複
合
地
区
会
則
第
６
条
を
削
除
し
た
の
で
、
条
数
が
繰
り
上
が
っ
た
。

１
．
キ
ャ
ビ
ネ
ッ
ト
構
成
員
を
次
の
と
お
り
と
す
る
。

１
．
キ
ャ
ビ
ネ
ッ
ト
構
成
員
を
次
の
と
お
り
と
す
る
。

（
ａ
）
地
区
ガ
バ
ナ
ー
、
前
地
区
ガ
バ
ナ
ー
、
第
1副

地
区
ガ
バ
ナ
ー
、
第

（
ａ
）
地
区
ガ
バ
ナ
ー
、
前
地
区
ガ
バ
ナ
ー
、
第
1副

地
区
ガ
バ
ナ
ー
、
第

 
 
２
副
地
区
ガ
バ
ナ
ー
、
地
区
名
誉
顧
問
会
議
⻑
、
キ
ャ
ビ
ネ
ッ
ト
幹

 
 
２
副
地
区
ガ
バ
ナ
ー
、
地
区
名
誉
顧
問
会
議
⻑
、
キ
ャ
ビ
ネ
ッ
ト
幹
事

 
 
事
、
キ
ャ
ビ
ネ
ッ
ト
会
計
、
お
よ
び
地
区
Ｆ
Ｗ
Ｔ
/Ｇ

Ｌ
Ｔ
/Ｇ

Ｍ
Ｔ
/

 
 
、
キ
ャ
ビ
ネ
ッ
ト
会
計
、
お
よ
び
地
区
Ｆ
Ｗ
Ｔ
/Ｇ

Ｌ
Ｔ
/Ｇ

Ｍ
Ｔ
/

 
 
Ｇ
Ｓ
Ｔ
/Ｌ

Ｃ
Ｉ
Ｆ
コ
ー
デ
ィ
ネ
ー
タ
ー
、
リ
ジ
ョ
ン
・
チ
ェ
ア
パ
ー

 
 
Ｇ
Ｓ
Ｔ
/Ｌ

Ｃ
Ｉ
Ｆ
コ
ー
デ
ィ
ネ
ー
タ
ー
、
リ
ジ
ョ
ン
・
チ
ェ
ア
パ
ー

 
 
ソ
ン
、
ゾ
−
ン
・
チ
ェ
ア
パ
ー
ソ
ン

 
 
ソ
ン
、
ゾ
−
ン
・
チ
ェ
ア
パ
ー
ソ
ン

（
33
0・

33
2・

33
4・

33
5・

33
6・

33
7）

（
ａ
）
地
区
ガ
バ
ナ
ー
、
前
地
区
ガ
バ
ナ
ー
、
第
1副

地
区
ガ
バ
ナ
ー
、
第

前
年
度
の
複
合
地
区
年
次
⼤
会
で
キ
ャ
ビ
ネ
ッ
ト
構
成
員
の
変
更
議
案
が
上
程
さ
れ
た
が
、

 
 
２
副
地
区
ガ
バ
ナ
ー
、
地
区
名
誉
顧
問
会
議
⻑
、
キ
ャ
ビ
ネ
ッ
ト
幹

Ｍ
Ｄ
３
３
１
，
M
D３

３
３
は
変
更
さ
れ
て
い
な
い
。
こ
の
改
訂
案
が
複
合
地
区
で
承
認
さ

 
 
事
、
キ
ャ
ビ
ネ
ッ
ト
会
計
、
リ
ジ
ョ
ン
・
チ
ェ
ア
パ
ー
ソ
ン
、
ゾ
ー

れ
る
と
、
⾃
動
的
に
変
更
に
な
る
。

 
 
ン
・
チ
ェ
ア
パ
ー
ソ
ン

（
33
1・

33
3）

 
（
ｂ
）
 
内
容
に
変
更
な
し

 
（
ｂ
）
 
内
容
に
変
更
な
し

 
（
Ｃ
）
 
内
容
に
変
更
な
し

 
（
Ｃ
）
 
内
容
に
変
更
な
し

２
．
 
 
内
容
に
変
更
な
し

２
．
 
 
内
容
に
変
更
な
し

３
．
 
 
内
容
に
変
更
な
し

３
．
 
 
内
容
に
変
更
な
し

４
．
 
 
内
容
に
変
更
な
し

４
．
 
 
内
容
に
変
更
な
し

15
5

第
18
条
 
地
区
委
員
そ
の
他

第
17
条
 
地
区
委
員
そ
の
他

現
⾏
複
合
地
区
会
則
第
６
条
を
削
除
し
た
の
で
、
条
数
が
繰
り
上
が
っ
た
。

 
 
内
容
に
変
更
な
し

 
 
内
容
に
変
更
な
し

15
5

第
19
条
 
キ
ャ
ビ
ネ
ッ
ト
構
成
員
の
任
務

第
18
条
 
キ
ャ
ビ
ネ
ッ
ト
構
成
員
の
任
務

現
⾏
複
合
地
区
会
則
第
６
条
を
削
除
し
た
の
で
、
条
数
が
繰
り
上
が
っ
た
。

 
 
内
容
に
変
更
な
し

 
 
内
容
に
変
更
な
し

15
7

第
20
条
 
地
区
年
次
⼤
会

第
19
条
 
地
区
年
次
⼤
会

現
⾏
複
合
地
区
会
則
第
６
条
を
削
除
し
た
の
で
、
条
数
が
繰
り
上
が
っ
た
。

 
 
内
容
に
変
更
な
し

 
 
内
容
に
変
更
な
し

15
9

第
21
条
 
地
区
名
誉
顧
問
会

第
20
条
 
地
区
名
誉
顧
問
会

現
⾏
複
合
地
区
会
則
第
６
条
を
削
除
し
た
の
で
、
条
数
が
繰
り
上
が
っ
た
。

 
 
内
容
に
変
更
な
し

 
 
内
容
に
変
更
な
し
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ラ
イ
オ
ン
ズ
必
携
改
訂
案
 
新
旧
対
⽐
表

乗
⽥
 
R2
.3
.3
1 

執
⾏
理
事
会
承
認
済

６
/７

 
複
合
地
区
会
則
の
改
訂
案

ペ
ー
ジ
⾏
 
数

現
在

の
記

載
改

訂
案

改
訂

案
の

変
更

趣
旨

15
9

第
22
条
 
地
区
ガ
バ
ナ
ー
諮
問
委
員
会

第
21
条
 
地
区
ガ
バ
ナ
ー
諮
問
委
員
会

現
⾏
複
合
地
区
会
則
第
６
条
を
削
除
し
た
の
で
、
条
数
が
繰
り
上
が
っ
た
。

１
．
地
区
ガ
バ
ナ
ー
諮
問
委
員
会
は
地
区
ガ
バ
ナ
ー
の
諮
問
機
関
と
し
て
各

１
．
地
区
ガ
バ
ナ
ー
諮
問
委
員
会
は
地
区
ガ
バ
ナ
ー
の
諮
問
機
関
と
し
て
各

 
ゾ
ー
ン
ご
と
に
設
置
さ
れ
、
ゾ
ー
ン
・
チ
ェ
ア
パ
ー
ソ
ン
、
ゾ
ー
ン
内
の

 
ゾ
ー
ン
ご
と
に
設
置
さ
れ
、
ゾ
ー
ン
・
チ
ェ
ア
パ
ー
ソ
ン
、
ゾ
ー
ン
内
の

 
ク
ラ
ブ
会
⻑
、
ク
ラ
ブ
第
1副

会
⻑
、
ク
ラ
ブ
幹
事
を
も
っ
て
構
成
さ
れ

 
ク
ラ
ブ
会
⻑
、
ク
ラ
ブ
第
1副

会
⻑
、
ク
ラ
ブ
幹
事
を
も
っ
て
構
成
さ
れ

 
る
。
ゾ
ー
ン
・
チ
ェ
ア
パ
ー
ソ
ン
は
本
委
員
会
を
主
宰
す
る
。

 
る
。
ゾ
ー
ン
・
チ
ェ
ア
パ
ー
ソ
ン
は
本
委
員
会
を
主
宰
す
る
。

２
．
各
ゾ
ー
ン
に
お
い
て
、
ゾ
ー
ン
・
チ
ェ
ア
パ
ー
ソ
ン
、
各
ク
ラ
ブ
会
⻑

２
．
各
ゾ
ー
ン
に
お
い
て
、
ゾ
ー
ン
・
チ
ェ
ア
パ
ー
ソ
ン
、
各
ク
ラ
ブ
会
⻑
、

 
、
第
1副

会
⻑
、
並
び
に
幹
事
は
、
地
区
ガ
バ
ナ
ー
諮
問
委
員
会
の
構
成

 
第
1副

会
⻑
、
並
び
に
幹
事
は
、
地
区
ガ
バ
ナ
ー
諮
問
委
員
会
の
構
成
員
と

 
員
と
な
り
、
ゾ
ー
ン
・
チ
ェ
ア
パ
ー
ソ
ン
は
そ
の
委
員
⻑
と
な
る
。
ゾ
ー

 
な
り
、
ゾ
ー
ン
・
チ
ェ
ア
パ
ー
ソ
ン
は
そ
の
委
員
⻑
と
な
る
。
ゾ
ー
ン
・

 
ー
ン
チ
ェ
ア
パ
ー
ソ
ン
が
定
め
る
⽇
時
及
び
場
所
に
お
い
て
、
国
際
⼤
会

 
チ
ェ
ア
パ
ー
ソ
ン
が
定
め
る
⽇
時
及
び
場
所
に
お
い
て
、
国
際
⼤
会
閉
会

 
閉
会
後
９
０
⽇
以
内
に
第
１
回
会
議
を
開
き
、
第
２
回
会
議
は
１
１
⽉
に

 
後
９
０
⽇
以
内
に
第
１
回
会
議
を
開
き
、
第
２
回
会
議
は
１
１
⽉
に
、
第

 
、
第
３
回
会
議
は
２
⽉
⼜
は
３
⽉
に
、
第
４
回
会
議
は
複
合
地
区
⼤
会
の

 
３
回
会
議
は
２
⽉
⼜
は
３
⽉
に
、
第
４
回
会
議
は
複
合
地
区
⼤
会
の
約

 
約
３
０
⽇
前
に
開
く
。
ク
ラ
ブ
奉
仕
委
員
⻑
、
ク
ラ
ブ
・
マ
ー
ケ
テ
ィ
ン

 
３
０
⽇
前
ま
で
に
開
く
。
ク
ラ
ブ
奉
仕
委
員
⻑
、
ク
ラ
ブ
・
マ
ー
ケ
テ
ィ

 
グ
・
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
委
員
⻑
、
ク
ラ
ブ
会
員
委
員
⻑
は
、
各
⾃
の

 
ン
グ
・
コ
ミ
ュ
⼆
ケ
ー
シ
ョ
ン
委
員
⻑
、
ク
ラ
ブ
会
員
委
員
⻑
は
、
各
⾃

 
役
職
に
関
係
あ
る
情
報
が
共
有
さ
れ
る
場
合
に
は
出
席
す
る
必
要
が
あ
る
。

 
の
役
職
に
関
係
の
あ
る
情
報
が
共
有
さ
れ
る
場
合
に
は
出
席
す
る
必
要
が

 
こ
の
委
員
会
は
、
諮
問
に
答
え
る
ゾ
ー
ン
・
チ
ェ
ア
パ
ー
ソ
ン
に
助
⼒
し
、

 
あ
る
。
こ
の
委
員
は
、
諮
問
に
答
え
る
ゾ
ー
ン
・
チ
ェ
ア
パ
ー
ソ
ン
に
助

 
ゾ
ー
ン
内
の
ラ
イ
オ
ニ
ズ
ム
及
び
ク
ラ
ブ
の
福
利
に
関
す
る
勧
告
を
ま
と

 
⼒
し
、
ゾ
ー
ン
内
の
ラ
イ
オ
ニ
ズ
ム
及
び
ク
ラ
ブ
の
福
利
に
関
す
る
勧
告

 
め
た
上
で
、
そ
れ
を
ゾ
ー
ン
・
チ
ェ
ア
パ
ー
ソ
ン
を
通
し
て
地
区
ガ
バ
ナ

 
を
ま
と
め
た
上
で
、
そ
れ
を
ゾ
ー
ン
・
チ
ェ
ア
パ
ー
ソ
ン
を
通
し
て
地
区

 
ー
及
び
キ
ャ
ビ
ネ
ッ
ト
に
伝
え
る
。

 
ガ
バ
ナ
ー
及
び
キ
ャ
ビ
ネ
ッ
ト
に
伝
え
る
。

（
33
0・

33
2・

33
4・

33
5・

33
6・

33
7）

２
．
地
区
ガ
バ
ナ
ー
諮
問
委
員
会
は
年
３
回
定
例
会
議
を
開
き
、
ゾ
ー
ン

前
年
度
の
複
合
地
区
年
次
⼤
会
で
、
地
区
ガ
バ
ナ
ー
諮
問
委
員
会
開
催
回
数
変
更
議
案
が

 
内
の
ク
ラ
ブ
が
協
調
を
保
ち
つ
つ
、
ラ
イ
オ
ニ
ズ
ム
を
⾼
揚
す
る
た
め

上
程
さ
れ
た
が
、
M
D３

３
１
、
M
D３

３
３
は
変
更
さ
れ
て
い
な
い
。
こ
の
改
訂
案
が

 
の
⽅
法
に
つ
い
て
協
議
す
る
。

複
合
地
区
で
承
認
さ
れ
る
と
⾃
動
的
に
変
更
に
な
る
。

（
33
1・

33
3）

16
0

第
23
条
 
キ
ャ
ビ
ネ
ッ
ト
事
務
局

第
22
条
 
キ
ャ
ビ
ネ
ッ
ト
事
務
局

現
⾏
複
合
地
区
会
則
第
６
条
を
削
除
し
た
の
で
、
条
数
が
繰
り
上
が
っ
た
。

 
 
内
容
に
変
更
な
し

 
 
内
容
に
変
更
な
し

16
1

第
24
条
 
地
区
会
計

第
23
条
 
地
区
会
計

現
⾏
複
合
地
区
会
則
第
６
条
を
削
除
し
た
の
で
、
条
数
が
繰
り
上
が
っ
た
。

 
 
内
容
に
変
更
な
し

 
 
内
容
に
変
更
な
し

16
1

第
３
章
 
改
正
そ
の
他

第
３
章
 
改
正
そ
の
他

第
３
章
 
改
正
そ
の
他

16
1

第
25
条
 
改
正

第
24
条
 
改
正

現
⾏
複
合
地
区
会
則
第
６
条
を
削
除
し
た
の
で
、
条
数
が
繰
り
上
が
っ
た
。

 
 
内
容
に
変
更
な
し

 
 
内
容
に
変
更
な
し

16
1

第
26
条
 
国
際
協
会
会
則
及
び
付
則
と
の
関
係

 
削
 
除
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国
際
理
事
⽴
候
補
者
推
薦
⼿
続
規
則
の
改
正
案
 
 

Ｒ
2.
3.
31
 
執
⾏
理
事
会
承
認
済

1/
5

現
⾏

規
則

改
訂

案
改

訂
案

趣
旨

説
明

国
際
理
事
⽴
候
補
者
推
薦
⼿
続
規
則

国
際
理
事
候
補
者
推
薦
選
挙
⼿
続
規
則

第
１
章
 
準
地
区
お
よ
び
複
合
地
区
⼤
会
の
推
薦

第
1章

 
準
地
区
お
よ
び
複
合
地
区
年
次
⼤
会
の
推
薦

１
．
資
 
格

第
１
条

資
 
格

 
従
前
は
「
国
際
理
事
⽴
候
補
者
推
薦
⼿
続
規
則
」
と
な
っ
て
い
た
が
、
推
薦
の
た

 
国
際
理
事
⽴
候
補
者
の
資
格
は
、
国
際
会
則
及
び
付
則
の
定
め
る
と
こ
ろ

 
国
際
理
事
⽴
候
補
者
（
以
下
⽴
候
補
者
と
い
う
）
の
資
格
は
、
国
際
会
則

め
の
選
挙
を
⾏
わ
な
か
っ
た
の
で
「
選
挙
」
の
⽂
⾔
が
な
か
っ
た
が
、
推
薦
選
挙
を

に
よ
る
。

お
よ
び
付
則
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

実
施
す
る
の
で
、
選
挙
の
⽂
⾔
を
⼊
れ
、
⽴
候
補
者
を
候
補
者
と
し
た
。

２
．
意
思
表
⽰

第
２
条

意
思
表
⽰

 
国
際
理
事
⽴
候
補
の
意
思
表
⽰
は
、
有
資
格
者
で
あ
る
本
⼈
か
ら
、
所
属

 
⽴
候
補
者
の
国
際
理
事
⽴
候
補
の
意
思
表
⽰
は
、
有
資
格
者
で
あ
る
本
⼈

 
条
⽂
の
趣
旨
が
明
確
に
な
る
よ
う
解
り
や
す
く
し
た
。

ク
ラ
ブ
経
由
地
区
ガ
バ
ナ
ー
あ
て
に
所
定
の
⽂
書
を
も
っ
て
⾏
わ
れ
る
も
の

か
ら
、
所
属
ク
ラ
ブ
を
経
由
し
て
、
地
区
ガ
バ
ナ
ー
に
宛
て
た
所
定
の
⽂
書

内
容
の
変
更
は
な
い
。

と
す
る
。

を
も
っ
て
⾏
う
。

３
．
届
 
出

第
３
条

届
 
出

 
⽴
候
補
者
の
所
属
す
る
ク
ラ
ブ
は
、
選
挙
の
⾏
わ
れ
る
国
際
年
次
⼤
会
が

 
⽴
候
補
者
の
所
属
す
る
ク
ラ
ブ
は
、
選
挙
の
⾏
わ
れ
る
国
際
年
次
⼤
会
が

 
条
⽂
の
区
切
り
が
明
確
に
な
る
よ
う
句
点
を
打
ち
、
不
測
の
事
態
を
分
か
り
や

開
催
さ
れ
る
前
年
度
あ
る
い
は
不
測
の
事
態
の
た
め
に
必
要
に
な
っ
た
場
合

開
催
さ
れ
る
前
年
度
の
準
地
区
の
年
次
⼤
会
議
案
と
し
て
提
案
が
で
き
る
期

す
く
す
る
た
め
⽂
⾔
を
加
え
た
。

は
当
年
度
の
１
⽉
３
１
⽇
ま
で
に
、
本
⼈
の
⽴
候
補
届
出
書
お
よ
び
履
歴
書

⽇
ま
で
に
本
⼈
の
⽴
候
補
届
出
書
お
よ
び
履
歴
書
な
ど
必
要
書
類
を
地
区
ガ

 
ま
た
⽴
候
補
提
出
書
等
の
提
出
期
限
に
つ
い
て
、
具
体
的
な
⽇
付
と
す
る
と
キ

な
ど
を
地
区
ガ
バ
ナ
ー
に
提
出
す
る
。

バ
ナ
ー
に
提
出
す
る
。
不
測
の
事
態
に
よ
り
新
た
な
⽴
候
補
予
定
者
が
必
要

ャ
ビ
ネ
ッ
ト
会
議
に
開
催
期
⽇
が
変
動
し
た
場
合
に
対
応
で
き
な
く
な
る
恐
れ
が

に
な
っ
た
場
合
に
は
、
当
年
度
の
準
地
区
年
次
⼤
会
議
案
と
し
て
提
案
が
で

る
の
で
、
⽇
付
の
明
⽰
で
は
な
く
準
地
区
の
年
次
⼤
会
議
案
書
と
し
て
提
案
が
で

き
る
期
⽇
ま
で
に
、
本
⼈
の
⽴
候
補
届
出
書
お
よ
び
履
歴
書
な
ど
必
要
書
類

き
る
期
⽇
ま
で
と
い
う
表
現
に
し
た
。

を
地
区
ガ
バ
ナ
ー
に
提
出
す
る
。

実
質
的
な
内
容
の
変
更
は
な
い
。

４
．
地
区
ガ
バ
ナ
ー

第
４
条

準
地
区
年
次
⼤
会
で
の
推
薦

 
地
区
ガ
バ
ナ
ー
で
は
内
容
が
解
り
に
く
い
の
で
、
準
地
区
で
の
作
業
で
あ
る
こ
と

 
地
区
ガ
バ
ナ
ー
は
そ
の
⽴
候
補
者
の
資
格
が
適
格
で
あ
る
こ
と
を
確
認
し

 
地
区
ガ
バ
ナ
ー
は
⽴
候
補
を
届
け
出
た
国
際
理
事
⽴
候
補
予
定
者
の
資
格

を
明
確
に
な
る
よ
う
に
し
た
。
ま
た
⽴
候
補
予
定
者
で
あ
る
こ
と
を
明
確
に
す
る
た

、
こ
れ
を
準
地
区
の
年
次
⼤
会
に
提
出
し
て
推
薦
を
求
め
、
推
薦
書
を
ガ
バ

が
適
格
で
あ
る
こ
と
を
確
か
め
、
準
地
区
の
年
次
⼤
会
で
国
際
理
事
⽴
候
補

め
、
予
定
者
の
⽂
⾔
を
加
え
た
。

ナ
ー
協
議
会
議
⻑
に
提
出
す
る
。

予
定
者
と
し
て
の
推
薦
を
諮
る
。

 
準
地
区
の
推
薦
を
得
ら
れ
た
後
に
複
合
地
区
へ
推
薦
書
を
送
る
こ
と
を
明
確
に
し

 
準
地
区
の
推
薦
が
得
ら
れ
た
後
、
地
区
ガ
バ
ナ
ー
は
推
薦
書
を
複
合
地
区

た
。

ガ
バ
ナ
ー
協
議
会
議
⻑
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

実
質
的
な
内
容
の
変
更
は
な
い
。

５
．
ガ
バ
ナ
ー
協
議
会
議
⻑

第
５
条

複
合
地
区
年
次
⼤
会
で
の
推
薦

 
ガ
バ
ナ
ー
協
議
会
議
⻑
で
は
内
容
が
わ
か
り
に
く
い
の
で
、
複
合
地
区
年
次
⼤
会

 
推
薦
書
の
提
出
を
受
け
た
ガ
バ
ナ
ー
協
議
会
議
⻑
は
、
こ
れ
を
複
合
地
区

 
地
区
ガ
バ
ナ
ー
よ
り
推
薦
書
を
受
け
た
複
合
地
区
ガ
バ
ナ
ー
協
議
会
議
⻑

で
の
推
薦
に
変
更
し
た
。

年
次
⼤
会
に
提
出
し
て
推
薦
を
求
め
る
。

は
、
複
合
地
区
年
次
⼤
会
で
国
際
理
事
⽴
候
補
予
定
者
の
推
薦
を
諮
る
。

実
質
的
な
内
容
の
変
更
は
な
い
。

６
．
周
 
知

第
６
条

周
 
知

 
「
準
地
区
お
よ
び
複
合
地
区
年
次
⼤
会
に
先
⽴
ち
」
を
「
年
次
⼤
会
に
お
い
て
⽴

 
地
区
ガ
バ
ナ
ー
お
よ
び
複
合
地
区
ガ
バ
ナ
ー
協
議
会
議
⻑
は
、
そ
れ
ぞ
れ

 
地
区
ガ
バ
ナ
ー
お
よ
び
複
合
地
区
ガ
バ
ナ
ー
協
議
会
議
⻑
は
、
そ
れ
ぞ
れ

候
補
者
の
⽴
候
補
推
薦
を
諮
る
に
あ
た
り
」
に
変
更
し
内
容
を
明
確
に
し
た
。

準
地
区
お
よ
び
複
合
地
区
年
次
⼤
会
に
先
⽴
ち
、
⽴
候
補
者
の
⽒
名
、
経
歴

の
年
次
⼤
会
に
お
い
て
⽴
候
補
者
の
⽴
候
補
推
薦
を
諮
る
に
あ
た
り
、
⽴
候

 
「
所
信
そ
の
他
必
要
な
事
項
」
を
「
所
信
そ
の
他
必
要
な
情
報
」
に
替
え
、
⼗
分

、
所
信
そ
の
他
必
要
な
事
項
を
⼤
会
議
案
書
に
掲
載
す
る
な
ど
の
適
当
な
⽅

補
者
の
⽒
名
、
経
歴
、
所
信
そ
の
他
必
要
な
情
報
を
、
⼤
会
議
案
書
に
掲
載

な
情
報
の
開
⽰
を
求
め
る
よ
う
に
し
た
。

法
を
も
っ
て
事
前
に
代
議
員
お
よ
び
全
会
員
に
周
知
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な

す
る
な
ど
の
適
当
な
⽅
法
を
⽤
い
て
、
事
前
に
会
員
へ
の
周
知
を
図
ら
な
け

 
「
代
議
員
お
よ
び
全
会
員
」
を
「
会
員
」
と
し
、
会
員
へ
の
情
報
の
周
知
を
明
確

い
。

れ
ば
な
ら
な
い
。

に
し
た
。

実
質
的
な
内
容
の
変
更
は
な
い
。
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国
際
理
事
⽴
候
補
者
推
薦
⼿
続
規
則
の
改
正
案
 
 

Ｒ
2.
3.
31
 
執
⾏
理
事
会
承
認
済

2/
5

現
⾏

規
則

改
訂

案
改

訂
案

趣
旨

説
明

７
．
推
薦
⽅
法

第
７
条

推
薦
⽅
法

 
準
地
区
お
よ
び
複
合
地
区
年
次
⼤
会
に
お
け
る
⽴
候
補
者
の
推
薦
は
、
無

 
準
地
区
お
よ
び
複
合
地
区
年
次
⼤
会
に
お
け
る
⽴
候
補
者
の
⽴
候
補
推
薦

 
「
出
席
し
、
投
票
し
た
代
議
員
の
」
を
「
そ
れ
ぞ
れ
の
⼤
会
に
出
席
し
た
代
議
員

記
名
投
票
選
挙
に
よ
る
も
の
と
し
、
出
席
し
、
投
票
し
た
代
議
員
の
有
効
投

は
、
無
記
名
投
票
選
挙
に
よ
る
も
の
と
し
、
そ
れ
ぞ
れ
の
⼤
会
に
出
席
し
た

に
よ
る
」
と
し
年
次
⼤
会
で
の
出
席
且
つ
投
票
で
あ
る
こ
と
を
明
確
に
し
た
。

票
数
の
過
半
数
得
票
者
を
推
薦
す
る
。
た
だ
し
、
い
ず
れ
の
⽴
候
補
者
も
過

代
議
員
に
よ
る
有
効
投
票
数
の
過
半
数
の
得
票
を
も
っ
て
推
薦
と
す
る
。
た

 
「
た
だ
し
、
い
ず
れ
の
⽴
候
補
者
も
」
と
あ
る
の
を
「
た
だ
し
、
複
数
の
⽴
候
補

半
数
に
満
た
な
い
場
合
は
同
⽇
に
上
位
２
名
で
再
度
投
票
を
⾏
う
。

だ
し
、
複
数
の
⽴
候
補
者
の
中
か
ら
推
薦
を
⾏
う
場
合
、
い
ず
れ
の
⽴
候
補

者
の
中
か
ら
推
薦
を
⾏
う
場
合
」
と
し
、
複
数
⽴
候
補
の
場
合
で
あ
る
こ
と
を
明
確

 
複
合
地
区
で
推
薦
を
得
る
に
は
、
ま
ず
所
属
準
地
区
の
推
薦
を
得
な
け
れ

者
も
得
票
が
有
効
投
票
数
の
過
半
数
に
満
た
な
か
っ
た
場
合
は
、
同
⽇
、
上

し
た
。

ば
な
ら
な
い
。

位
２
名
で
再
度
投
票
を
⾏
い
、
有
効
投
票
数
の
過
半
数
得
票
者
を
被
推
薦
者

実
質
的
な
内
容
の
変
更
は
な
い
。

と
す
る
。

８
．
国
際
本
部
へ
の
届
出

第
８
条

国
際
本
部
へ
の
届
出

 
推
薦
が
⾏
わ
れ
た
場
合
、
地
区
ガ
バ
ナ
ー
お
よ
び
キ
ャ
ビ
ネ
ッ
ト
幹
事
、

 
準
地
区
並
び
に
複
合
地
区
年
次
⼤
会
で
⽴
候
補
者
の
⽴
候
補
推
薦
が
な
さ

 
「
推
薦
が
⾏
わ
れ
た
場
合
、
」
を
「
準
地
区
並
び
に
複
合
地
区
年
次
⼤
会
で
⽴
候

並
び
に
ガ
バ
ナ
ー
協
議
会
議
⻑
お
よ
び
幹
事
は
、
準
地
区
お
よ
び
複
合
地
区

れ
た
場
合
、
地
区
ガ
バ
ナ
ー
お
よ
び
キ
ャ
ビ
ネ
ッ
ト
幹
事
並
び
に
複
合
地
区

補
者
の
⽴
候
補
・
・
」
に
替
え
推
薦
を
受
け
る
べ
き
年
次
⼤
会
を
明
確
に
し
た
。

の
推
薦
証
明
書
を
、
選
挙
の
⾏
わ
れ
る
国
際
年
次
⼤
会
開
会
の
３
０
⽇
前
ま

ガ
バ
ナ
ー
協
議
会
議
⻑
お
よ
び
同
協
議
会
幹
事
は
、
準
地
区
お
よ
び
複
合
地

 
「
ガ
バ
ナ
ー
協
議
会
議
⻑
及
び
幹
事
」
を
「
複
合
地
区
ガ
バ
ナ
ー
協
議
会
議
⻑
お

で
に
国
際
本
部
に
到
着
す
る
よ
う
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、

区
の
推
薦
証
明
書
を
、
選
挙
の
⾏
わ
れ
る
国
際
⼤
会
の
３
０
⽇
前
ま
で
に
国

よ
び
同
協
議
会
幹
事
」
と
明
確
に
し
た
。

投
票
⼈
に
よ
る
選
挙
が
予
想
さ
れ
る
状
況
に
お
い
て
は
投
票
結
果
が
出
る
ま

際
本
部
に
到
着
す
る
よ
う
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
第
１
８

で
、
推
薦
証
明
書
の
提
出
を
差
し
控
え
る
の
が
望
ま
し
い
。

条
記
載
の
投
票
⼈
に
よ
る
選
挙
が
予
想
さ
れ
る
状
況
に
お
い
て
は
、
投
票
結

実
質
的
な
内
容
の
変
更
は
な
い
。

果
が
出
る
ま
で
、
推
薦
証
明
書
の
提
出
を
差
し
控
え
る
の
が
望
ま
し
い
。

９
．
国
際
理
事
候
補
者
選
挙
管
理
委
員
会
へ
の
推
薦
要
求

第
９
条

⼀
般
社
団
法
⼈
⽇
本
ラ
イ
オ
ン
ズ
へ
の
推
薦
要
求

 
準
地
区
お
よ
び
複
合
地
区
年
次
⼤
会
に
お
い
て
推
薦
を
受
け
た
候
補
者
は

 
準
地
区
お
よ
び
複
合
地
区
年
次
⼤
会
で
推
薦
を
受
け
た
候
補
者
は
⼀
般
社

 
「
国
際
理
事
候
補
者
選
挙
管
理
委
員
会
へ
の
推
薦
要
求
」
と
あ
る
の
を
組
織
体
の

本
規
則
の
国
際
理
事
候
補
者
選
挙
管
理
委
員
会
の
推
薦
を
求
め
る
こ
と
が
で

団
法
⼈
⽇
本
ラ
イ
オ
ン
ズ
（
以
下
⽇
本
ラ
イ
オ
ン
ズ
と
い
う
）
に
対
し
、
推

正
式
名
称
「
⼀
般
社
団
法
⼈
⽇
本
ラ
イ
オ
ン
ズ
へ
の
推
薦
要
求
」
へ
変
更
す
る
。

き
る
。

薦
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

実
質
的
な
内
容
の
変
更
は
な
い
。

第
２
章
 
国
際
理
事
⽴
候
補
者
選
挙
管
理
委
員
会

第
２
章
 
国
際
理
事
候
補
者
推
薦
選
挙
管
理
委
員
会

 
委
員
会
は
推
薦
と
選
挙
の
業
務
を
⾏
う
の
で
、
「
推
薦
」
の
⽂
⾔
を
加
え
た
。

ま
た
⽴
候
補
者
を
候
補
者
に
替
え
た
。

１
．
名
 
称

第
10
条

名
 
称

 
本
組
織
の
名
称
を
国
際
理
事
候
補
者
選
挙
管
理
委
員
会
（
以
下
選
挙
管
理

 
本
組
織
の
名
称
を
国
際
理
事
候
補
者
推
薦
選
挙
管
理
委
員
会
（
以
下
選
挙

 
委
員
会
は
推
薦
と
選
挙
の
業
務
を
⾏
う
の
で
、
「
推
薦
」
の
⽂
⾔
を
加
え
た
。

委
員
会
と
い
う
）
と
す
る
。

管
理
委
員
会
と
い
う
）
と
す
る
。

２
．
⽬
 
的

第
11
条

⽬
 
的

 
国
際
⼤
会
の
選
挙
に
お
い
て
３
３
０
〜
３
３
７
複
合
地
区
か
ら
の
国
際
理

 
選
挙
管
理
委
員
会
は
候
補
者
が
⽇
本
に
割
当
て
ら
れ
た
⼈
数
（
以
下
割
当

 
「
国
際
理
事
が
円
滑
に
選
出
さ
れ
る
た
め
に
、
定
員
数
の
候
補
者
を
選
出
・
・
」

事
が
円
滑
に
選
出
さ
れ
る
た
め
に
、
定
員
数
の
候
補
者
を
選
出
す
る
こ
と
を

枠
と
い
う
）
を
超
え
た
場
合
⽇
本
ラ
イ
オ
ン
ズ
の
付
託
を
受
け
、
割
当
枠
と

を
「
候
補
者
が
割
当
枠
を
超
え
た
場
合
、
割
当
枠
と
同
数
の
推
薦
を
す
る
た
め
⽇
本

⽬
的
と
す
る
。

同
数
の
推
薦
を
す
る
た
め
⽇
本
国
内
で
選
挙
を
⾏
い
、
⽇
本
ラ
イ
オ
ン
ズ
と

国
内
で
選
挙
を
⾏
い
、
⽇
本
ラ
イ
オ
ン
ズ
と
し
て
の
推
薦
候
補
者
を
決
定
す
る
こ
と

し
て
の
推
薦
候
補
者
を
決
定
す
る
こ
と
を
⽬
的
と
す
る
。

を
⽬
的
と
す
る
。
」
と
し
推
薦
の
た
め
の
選
挙
で
あ
る
こ
と
を
明
確
に
し
た
。
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候
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執
⾏
理
事
会
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現
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案
改

訂
案

趣
旨

説
明

第
12
条

推
薦
決
定
の
効
⼒

 
 
新
 
 
設

 
前
条
の
選
挙
に
よ
る
推
薦
決
定
は
、
国
際
⼤
会
の
選
挙
に
何
ら
の
拘
束
⼒

 
推
薦
の
効
⼒
は
⽇
本
国
内
で
の
み
効
⼒
が
あ
る
旨
を
明
記
し
た
。

を
持
つ
も
の
で
は
な
く
、
候
補
者
の
国
際
理
事
⽴
候
補
届
が
国
際
本
部
で
受

 
国
際
本
部
で
国
際
理
事
⽴
候
補
届
が
受
理
さ
れ
た
場
合
は
、
⽇
本
で
も
候
補
者
に

理
さ
れ
候
補
者
と
し
て
登
録
さ
れ
た
時
点
で
、
当
然
と
し
て
⽇
本
で
も
候
補

な
る
 
こ
と
を
明
⽰
し
、
推
薦
決
定
の
効
⼒
の
限
界
を
明
⽰
し
た
。

者
と
な
る
。

３
．
構
 
成

第
13
条

選
挙
管
理
委
員
会
の
構
成

 
選
挙
管
理
委
員
会
は
３
３
０
~３

３
７
複
合
地
区
ガ
バ
ナ
ー
協
議
会
に
よ

 
選
挙
管
理
委
員
会
は
、
⽇
本
ラ
イ
オ
ン
ズ
の
理
事
の
中
か
ら
選
出
さ
れ
た

 
⽇
本
ラ
イ
オ
ン
ズ
の
理
事
の
中
か
ら
委
員
⻑
を
1名

、
各
複
合
地
区
か
ら
任
命
さ

っ
て
任
命
さ
れ
た
そ
れ
ぞ
れ
１
名
の
委
員
を
も
っ
て
構
成
す
る
。

委
員
⻑
１
名
と
、
３
３
０
〜
３
３
７
複
合
地
区
ガ
バ
ナ
ー
協
議
会
に
よ
っ
て

れ
た
各
１
名
の
委
員
の
合
計
９
名
で
構
成
す
る
こ
と
と
、
委
員
会
構
成
員
に
な
れ
な

 
た
だ
し
、
国
際
理
事
⽴
候
補
者
お
よ
び
そ
の
⽀
援
に
関
す
る
責
任
者
を
除

任
命
さ
れ
た
各
１
名
の
委
員
、
計
９
名
を
も
っ
て
構
成
す
る
。
た
だ
し
、
候

い
者
を
明
⽰
し
た
。

く
も
の
と
す
る
。

補
者
お
よ
び
そ
の
⽀
援
に
係
る
責
任
者
を
除
く
も
の
と
す
る
。

４
．
推
薦
要
望
書
の
提
出

第
14
条

推
薦
要
望
書
の
提
出

（
１
）
第
１
章
９
項
に
よ
る
本
選
挙
管
理
委
員
会
の
推
薦
を
希
望
す
る
候
補

（
１
）
第
１
章
第
９
条
に
よ
る
⽇
本
ラ
イ
オ
ン
ズ
の
推
薦
を
希
望
す
る
候
補

 
第
９
条
で
の
変
更
を
受
け
て
、
推
薦
要
望
書
提
出
先
を
委
員
会
か
ら
⽇
本
ラ
イ
オ

 
 
者
は
、
選
挙
の
⾏
わ
れ
る
国
際
年
次
⼤
会
と
同
⼀
年
度
の
７
⽉
３
１
⽇

 
 
者
は
、
選
挙
の
⾏
わ
れ
る
国
際
⼤
会
と
同
⼀
年
度
の
７
⽉
３
１
⽇
ま
で

ン
ズ
に
変
更
す
る
。

 
 
ま
で
に
、
推
薦
要
望
書
を
ガ
バ
ナ
ー
協
議
会
議
⻑
経
由
で
選
挙
管
理
委

 
 
に
、
推
薦
要
望
書
を
複
合
地
区
ガ
バ
ナ
ー
協
議
会
議
⻑
経
由
で
選
挙
管

 
準
地
区
お
よ
び
複
合
地
区
で
の
推
薦
決
議
が
あ
っ
た
こ
と
を
明
瞭
に
す
る
た
め
、

 
 
員
会
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

 
 
理
委
員
会
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

決
議
が
あ
っ
た
こ
と
が
記
載
さ
れ
た
準
地
区
・
複
合
地
区
の
議
事
録
の
写
し
を
提
出

（
２
）
推
薦
要
望
書
に
は
、
次
の
書
類
が
含
ま
れ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
２
）
推
薦
要
望
書
に
は
、
次
の
書
類
を
添
付
す
る
も
の
と
す
る
。

す
る
こ
と
を
明
⽰
し
た
。

 
 
（
ａ
）
 
候
補
者
の
⽒
名
、
履
歴
、
所
信

 
 
（
ａ
）
 
候
補
者
の
⽒
名
、
履
歴
、
所
信
を
記
載
し
た
書
⾯

 
 
（
ｂ
）
 
所
属
す
る
地
区
お
よ
び
複
合
地
区
年
次
⼤
会
の
決
議

 
 
（
ｂ
）
 
所
属
す
る
準
地
区
お
よ
び
複
合
地
区
年
次
⼤
会
で
の
推
薦
決

 
 
（
Ｃ
）
 
ク
ラ
ブ
会
⻑
、
地
区
ガ
バ
ナ
ー
、
ガ
バ
ナ
ー
協
議
会
議
⻑
の

 
 
 
 
 
議
が
記
載
さ
れ
た
議
事
録
の
写
し
。

 
 
 
 
 
推
薦
書

 
 
（
Ｃ
）
 
ク
ラ
ブ
会
⻑
、
地
区
ガ
バ
ナ
ー
、
複
合
地
区
ガ
バ
ナ
ー
協
議

 
 
 
 
 
会
議
⻑
の
推
薦
書

５
．
選
挙
管
理
委
員
会

第
15
条

選
挙
管
理
委
員
会
の
開
催

（
１
）
推
薦
を
希
望
す
る
候
補
者
が
あ
る
場
合
、
選
挙
管
理
委
員
会
は
選
挙

（
１
）
推
薦
を
希
望
す
る
候
補
者
が
あ
る
場
合
、
選
挙
管
理
委
員
会
は
選
挙

（
１
）
・
・
・
ガ
バ
ナ
ー
挙
議
会
議
⻑
連
絡
会
議
・
・
・
 
 
と
あ
る
を
議
⻑
連
絡

 
 
の
⾏
わ
れ
る
国
際
年
次
⼤
会
と
同
⼀
年
度
の
８
⽉
１
０
⽇
ま
で
に
、
ガ

 
 
の
⾏
わ
れ
る
国
際
⼤
会
と
同
⼀
年
度
の
８
⽉
１
０
⽇
ま
で
に
、
⽇
本
ラ

会
議
が
⽇
本
ラ
イ
オ
ン
ズ
執
⾏
理
事
会
に
名
称
を
変
え
て
運
⽤
さ
れ
て
い
る
の
で
、

 
 
バ
ナ
ー
協
議
会
議
⻑
連
絡
会
議
の
決
め
る
⽇
時
・
場
所
で
会
合
を
開
き

 
 
イ
オ
ン
ズ
執
⾏
理
事
会
の
決
め
る
⽇
時
・
場
所
で
会
合
を
開
き
、
投
票

名
称
を
変
更
す
る
。
ま
た
執
⾏
理
事
会
は
議
⻑
が
決
ま
っ
て
い
る
た
め
、
委
員
⻑
の

 
 
、
委
員
⻑
を
互
選
し
、
投
票
要
領
を
決
定
す
る
。

 
 
要
領
等
を
決
定
す
る
。

互
選
の
⽂
⾔
を
削
除
す
る
。

（
２
）
選
挙
管
理
委
員
会
の
会
合
は
、
委
員
⻑
が
必
要
と
認
め
た
と
き
ま
た

（
２
）
選
挙
管
理
委
員
会
の
会
合
は
、
委
員
⻑
が
必
要
と
認
め
た
時
、
ま
た

（
２
）
変
更
な
し

 
 
は
委
員
の
過
半
数
が
要
請
し
た
と
き
に
開
催
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

 
 
は
委
員
の
過
半
数
が
要
請
し
た
と
き
に
開
催
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
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国
際
理
事
⽴
候
補
者
推
薦
⼿
続
規
則
の
改
正
案
 
 

Ｒ
2.
3.
31
 
執
⾏
理
事
会
承
認
済

4/
5

現
⾏

規
則

改
訂

案
改

訂
案

趣
旨

説
明

６
．
投
票
⼈

第
16
条

投
票
⼈

 
投
票
⼈
は
、
現
・
元
国
際
協
会
役
員
お
よ
び
現
・
元
キ
ャ
ビ
ネ
ッ
ト
構
成

 
投
票
⼈
は
、
３
３
０
〜
３
３
７
複
合
地
区
に
所
属
す
る
会
員
の
う
ち
以
下

 
投
票
⼈
に
つ
い
て
は
、
国
際
理
事
と
同
時
期
に
職
務
を
遂
⾏
す
る
こ
と
に
な
る
現

の
う
ち
か
ら
、
各
複
合
地
区
ガ
バ
ナ
ー
協
議
会
に
よ
っ
て
選
任
さ
れ
る
も
の

の
通
り
と
す
る
。

ガ
バ
ナ
ー
、
第
１
・
第
２
副
地
区
ガ
バ
ナ
ー
と
現
・
元
国
際
会
⻑
、
現
・
元
国
際
理

と
す
る
。
そ
の
数
は
、
各
複
合
地
区
か
ら
そ
れ
ぞ
れ
５
０
名
、
並
び
に
前
年

 
 
現
・
元
国
際
会
⻑

事
、
現
⼀
般
社
団
法
⼈
⽇
本
ラ
イ
オ
ン
ズ
理
事
会
構
成
員
と
す
る
。

度
末
の
会
員
数
３
０
０
名
ご
と
、
お
よ
び
そ
の
端
数
１
５
１
名
以
上
に
つ
い

 
 
現
・
元
国
際
理
事

て
１
名
と
す
る
。
選
挙
管
理
委
員
会
の
委
員
は
投
票
⼈
に
な
る
こ
と
は
で
き

 
 
現
⼀
般
社
団
法
⼈
⽇
本
ラ
イ
オ
ン
ズ
理
事
会
構
成
員

 
現
⾏
の
規
定
で
は
、
投
票
⼈
の
選
定
に
も
相
当
の
時
間
と
労
⼒
を
要
し
、
選
挙
の

な
い
。

 
 
現
地
区
ガ
バ
ナ
ー

執
⾏
が
現
実
に
は
か
な
り
の
困
難
を
伴
う
と
想
定
さ
れ
る
。

 
 
第
１
副
地
区
ガ
バ
ナ
ー

 
 
第
２
副
地
区
ガ
バ
ナ
ー

 
選
挙
管
理
委
員
会
の
委
員
⻑
並
び
に
委
員
お
よ
び
候
補
者
は
投
票
⼈
に
な

る
こ
と
は
で
き
な
い
。

７
．
選
挙
管
理
委
員
会
の
選
挙
に
よ
る
推
薦

第
17
条

選
挙
管
理
委
員
会
の
選
挙
に
よ
る
推
薦

（
１
）
選
挙
管
理
委
員
会
は
８
⽉
３
１
⽇
ま
で
に
す
べ
て
の
投
票
⼈
対
し
て

（
１
）
選
挙
管
理
委
員
会
は
８
⽉
３
１
⽇
ま
で
に
す
べ
て
の
投
票
⼈
に
対
し

（
１
）
 
（
１
）
〜
（
４
）
に
投
票
に
関
す
る
規
定
を
新
設
す
る
の
で
、

 
 
、
す
べ
て
の
推
薦
希
望
者
の
⽒
名
、
履
歴
、
所
信
な
ど
を
公
平
に
公
表

 
 
て
、
す
べ
て
の
推
薦
希
望
者
の
⽒
名
、
履
歴
、
所
信
な
ど
を
公
平
に
公

「
・
・
9⽉

30
⽇
ま
で
に
⽂
書
に
よ
る
・
・
」
を
削
除
す
る
。

 
 
し
、
９
⽉
３
０
⽇
ま
で
に
⽂
書
に
よ
る
推
薦
投
票
を
求
め
な
け
れ
ば
な

 
 
表
し
、
推
薦
投
票
を
求
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

 
 
ら
な
い
。

（
２
）
推
薦
投
票
は
無
記
名
に
よ
る
も
の
と
し
、
す
べ
て
郵
送
に
よ
っ
て
⾏

投
票
は
所
定
の
投
票
⽤
紙
で
郵
送
に
よ
る
⽅
法
に
す
る
。

（
２
）
推
薦
投
票
は
無
記
名
に
よ
る
も
の
と
し
、
最
⾼
得
票
者
を
も
っ
て
、

 
 
う
。
投
票
⼈
は
選
挙
管
理
委
員
会
所
定
の
投
票
⽤
紙
を
⽤
い
所
定
の
封

 
 
選
挙
管
理
委
員
会
の
推
薦
候
補
者
と
す
る
。
た
だ
し
、
⽇
本
に
２
名
の

 
 
筒
に
封
⼊
し
、
選
挙
管
理
委
員
会
に
郵
送
す
る
。

 
 
割
り
当
て
が
合
意
さ
れ
た
年
度
は
、
上
位
２
名
を
選
挙
管
理
委
員
会
の

（
３
）
投
票
期
間
は
、
１
０
⽉
１
⽇
か
ら
１
０
⽉
１
０
⽇
ま
で
と
す
る
。

投
票
期
間
の
明
⽰
。
締
め
切
り
⽇
の
消
印
有
効
。

 
 
推
薦
候
補
者
と
す
る
。

 
 
投
票
期
間
内
の
投
票
か
ど
う
か
の
判
定
は
、
郵
便
消
印
の
⽇
付
を
も
っ

オ
セ
ア
ル
・
フ
ォ
ー
ラ
ム
の
開
催
前
に
選
挙
を
⾏
う
こ
と
を
想
定
し
た
。

 
 
て
判
定
す
る
。

（
４
）
開
票
は
郵
便
配
達
遅
れ
の
恐
れ
も
考
慮
し
、
１
０
⽉
１
５
⽇
に
⾏
う
。

開
票
⽇
を
設
定
。

 
 
但
し
、
当
⽇
が
⼟
・
⽇
・
祝
祭
⽇
の
場
合
は
、
そ
の
後
の
最
初
の
平
⽇

 
 
に
⾏
う
。

（
５
）
開
票
作
業
は
選
挙
管
理
委
員
会
が
⾏
い
、
最
⾼
得
票
者
を
も
っ
て
、

開
票
作
業
の
担
当
者
を
設
定
。

 
 
⽇
本
ラ
イ
オ
ン
ズ
の
推
薦
候
補
者
と
す
る
。
但
し
、
⽇
本
に
２
名
の
割

 
 
当
枠
が
あ
る
年
度
は
、
上
位
２
名
を
⽇
本
ラ
イ
オ
ン
ズ
の
推
薦
候
補
者

 
 
と
す
る
。

（
３
）
推
薦
候
補
者
が
死
亡
し
た
場
合
ま
た
は
推
薦
辞
退
届
が
書
⾯
で
提
出

（
６
）
推
薦
候
補
者
が
死
亡
し
た
場
合
ま
た
は
推
薦
辞
退
届
が
書
⾯
で
提
出

内
容
の
変
更
は
な
い
。

 
 
さ
れ
た
場
合
は
、
次
位
得
票
者
を
も
っ
て
推
薦
候
補
者
と
す
る
。

 
 
さ
れ
た
場
合
は
、
次
位
得
票
者
を
も
っ
て
推
薦
候
補
者
と
す
る
。

（
４
）
推
薦
を
希
望
す
る
候
補
者
が
定
員
を
上
回
ら
な
い
場
合
は
、
投
票
⼈

（
７
）
推
薦
を
希
望
す
る
候
補
者
が
定
員
を
上
回
ら
な
い
場
合
は
、
⽇
本
ラ

選
挙
の
省
略
を
設
定
。

 
 
に
よ
る
選
挙
を
省
略
し
て
、
選
挙
管
理
委
員
会
の
推
薦
候
補
者
と
す
る
。

 
 
イ
オ
ン
ズ
は
選
挙
管
理
委
員
会
に
付
託
す
る
選
挙
を
省
略
し
て
、
そ
の

内
容
の
変
更
は
な
い
。

 
 
候
補
者
を
、
⽇
本
ラ
イ
オ
ン
ズ
の
推
薦
候
補
者
と
す
る
。

- 17 -



国
際
理
事
⽴
候
補
者
推
薦
⼿
続
規
則
の
改
正
案
 
 

Ｒ
2.
3.
31
 
執
⾏
理
事
会
承
認
済

5/
5

現
⾏

規
則

改
訂

案
改

訂
案

趣
旨

説
明

第
18
条

被
選
挙
⼈
の
義
務

 
 
新
 
 
設

 
候
補
者
お
よ
び
そ
の
⽀
援
者
は
、
投
票
⼈
が
投
票
判
断
を
⾏
う
の
に
⼗
分

 
被
選
挙
⼈
に
、
投
票
⼈
が
投
票
判
断
を
⾏
う
に
⼗
分
な
有
⽤
な
情
報
の
提
供
を
す

な
、
被
選
挙
⼈
の
経
歴
、
抱
負
、
活
動
⽅
針
等
の
有
⽤
な
情
報
を
、
投
票
⼈

る
よ
う
求
め
る
。

お
よ
び
そ
の
他
の
会
員
に
提
供
す
る
よ
う
努
⼒
す
る
。
但
し
、
そ
の
活
動
は

 
ま
た
選
挙
活
動
期
間
の
終
期
を
明
⽰
し
た
。

、
投
票
期
間
が
始
ま
る
前
⽇
ま
で
と
す
る
。

８
．
諸
経
費

第
19
条

諸
費
⽤
の
負
担

（
１
）
選
挙
管
理
委
員
会
主
席
の
た
め
の
費
⽤
は
、
プ
ー
ル
制
に
よ
っ
て
各

（
１
）
選
挙
管
理
委
員
会
出
席
の
た
め
の
委
員
会
構
成
員
の
旅
費
は
、
プ
ー

実
質
的
な
内
容
の
変
更
は
な
い
。

 
 
複
合
地
区
が
負
担
す
る
。

 
 
ル
制
に
よ
っ
て
各
複
合
地
区
が
均
等
に
負
担
す
る
。

（
２
）
選
挙
管
理
委
員
会
の
会
場
費
、
事
務
費
な
ど
は
⼀
般
社
団
法
⼈
⽇
本

（
２
）
選
挙
管
理
委
員
会
の
会
場
費
、
事
務
費
な
ど
は
、
⽇
本
ラ
イ
オ
ン
ズ

実
質
的
な
内
容
の
変
更
は
な
い
。

 
 
ラ
イ
オ
ン
ズ
の
経
費
を
も
っ
て
充
当
す
る
。

 
 
の
経
費
を
も
っ
て
充
当
す
る
。

（
３
）
推
薦
投
票
に
か
か
る
費
⽤
は
、
推
薦
を
希
望
す
る
候
補
者
⼜
は
複
合

（
３
）
選
挙
管
理
委
員
会
が
⾏
う
選
挙
に
係
る
直
接
費
⽤
は
、
候
補
者
を
推

選
挙
に
要
す
る
直
接
費
⽤
は
、
候
補
者
を
推
薦
し
た
複
合
地
区
の
負
担
と
し
、
候
補

 
 
地
区
が
均
等
に
負
担
す
る
。

 
 
薦
し
た
複
合
地
区
が
均
等
に
負
担
す
る
。

者
の
負
担
を
削
除
し
た
。

第
３
章
 
改
正
そ
の
他

第
３
章
 
改
正
そ
の
他

１
．
 
本
規
則
の
改
廃
に
は
、
複
合
地
区
年
次
⼤
会
に
出
席
し
、
投
票
し
た
代
議

第
20
条

 
本
規
則
の
改
廃
に
は
、
⽇
本
ラ
イ
オ
ン
ズ
理
事
会
の
承
認
を
得
た
後
、
複

 
⽇
本
ラ
イ
オ
ン
ズ
の
規
約
な
の
で
、
⽇
本
ラ
イ
オ
ン
ズ
の
理
事
会
承
認
後
、
複
合

員
の
過
半
数
の
賛
成
投
票
を
要
す
る
。

合
地
区
年
次
⼤
会
に
出
席
し
、
投
票
し
た
代
議
員
の
過
半
数
の
賛
成
投
票
を

地
区
年
次
⼤
会
で
可
決
さ
れ
る
こ
と
を
明
記
。

要
す
る
。

２
．
 
本
規
則
は
３
３
０
〜
３
３
７
す
べ
て
の
複
合
地
区
年
次
⼤
会
の
決
議
を
得

第
21
条

 
本
規
則
は
３
３
０
〜
３
３
７
す
べ
て
の
複
合
地
区
年
次
⼤
会
の
決
議
を
得

内
容
の
変
更
は
な
い
。

た
後
実
施
す
る
。

た
後
、
実
施
す
る
。

３
．
 
本
規
則
は
、
２
０
０
３
年
以
降
の
国
際
理
事
候
補
者
を
推
薦
す
る
た
め
に

第
22
条

 
本
規
則
は
、
２
０
２
１
年
以
降
の
候
補
者
を
推
薦
す
る
た
め
に
、

次
年
度
か
ら
の
適
⽤
を
明
⽰
。

２
０
０
２
年
７
⽉
１
⽇
か
ら
実
施
す
る
。

２
０
２
０
年
７
⽉
１
⽇
か
ら
実
施
す
る
。
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ラ
イ
オ
ン
ズ
必
携
改
訂
案
 
新
旧
対
⽐
表

乗
⽥
 
R2
.3
.3
1 

執
⾏
理
事
会
承
認
済

７
/７

 
複
合
地
区
会
則
の
改
訂
案

ペ
ー
ジ
⾏
 
数

現
在

の
記

載
改

訂
案

改
訂

案
の

変
更

趣
旨

16
2

第
27
条
 
規
則
の
制
定
お
よ
び
改
廃

第
25
条
 
規
則
の
制
定
お
よ
び
改
廃

現
⾏
複
合
地
区
会
則
第
６
条
及
び
第
２
６
条
を
削
除
し
た
の
で
、
条
数
が
繰
り
上
が
っ
た
。

 
内
容
に
変
更
な
し

 
内
容
に
変
更
な
し

16
2

第
28
条
 
名
称
、
紋
章
、
そ
の
他
の
標
識

第
26
条
 
名
称
、
紋
章
、
そ
の
他
の
標
識

現
⾏
複
合
地
区
会
則
第
６
条
及
び
第
２
６
条
を
削
除
し
た
の
で
、
条
数
が
繰
り
上
が
っ
た
。

 
内
容
に
変
更
な
し

 
内
容
に
変
更
な
し

16
2

第
29
条
 
⽂
書
配
布
の
規
制

第
27
条
 
⽂
書
配
布
の
規
制

現
⾏
複
合
地
区
会
則
第
６
条
及
び
第
２
６
条
を
削
除
し
た
の
で
、
条
数
が
繰
り
上
が
っ
た
。

 
内
容
に
変
更
な
し

 
内
容
に
変
更
な
し

16
3

第
30
条
 
施
⾏
期
⽇

第
28
条
 
施
⾏
期
⽇

現
⾏
複
合
地
区
会
則
第
６
条
及
び
第
２
６
条
を
削
除
し
た
の
で
、
条
数
が
繰
り
上
が
っ
た
。

 
内
容
に
変
更
な
し

 
内
容
に
変
更
な
し
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3. 山 本 和 夫 東京 98. 藤 代 秀 和 東京神宮 193. 渡 邉 和 男 東京九段
4. 菅 原 初 義 東京 99. 安 本 昌 煥 東京ゴルフ 194. 井 上 宙 史 東京飯田橋
5. 須 山 誠 一 郎 東京 100. 杉 原 省 吾 東京ドリーム 195. 友 田 恭 一 東京飯田橋
6. 佐 川 明 生 東京 101. 内 藤 憲 一 郞 東京ドリーム 196. 小 田 桐 信 吉 東京神楽坂
7. 児 玉 金 之 助 東京馬場先門 102. 山 口 伸 一 郎 東京両国 197. 幅 弘 東京神楽坂
8. 山 口 軍 次 東京番町 103. 上 原 乙 浩 東京墨東 198. 吉 田 實 東京文京
9. 鈴 木 孝 太 郎 東京桜田門 104. 吉 崎 隆 東京墨東 199. 出 井 久 之 東京文京
10. 仲 村 誠 一 東京桜田門 105. 石 田 哲 司 東京江東 200. 西 野 実 東京蒲田
11. 土 田 武 東京紀尾井町 106. 松 本 光 史 東京江東 201. 潮 留 淳 仁 東京蒲田
12. 谷 貝 孝 行 東京紀尾井町 107. 鈴 木 定 光 東京江東南 202. 松 田 貞 男 東京大森
13. 伊 賀 保 夫 東京ピース 108. 田 中 貴 一 東京江東南 203. 佐 藤 富 男 東京大森
14. 阿 部 か な 子 東京ピース 109. 池 田 和 司 東京桜門 204. 金 子 敦 生 東京大森
15. 大 川 由 美 子 東京ピース 110. 山 口 泰 男 東京桜門 205. 岩 城 光 悟 東京羽田
16. 茶 谷 彰 彦 東京ピース 111. 田 中 則 雄 東京桜門 206. 渡 部 茂 東京荏原
17. 中 川 喜 美 枝 東京ピース 112. 湯 田 啓 一 東京セントポール 207. 長 瀬 功 依 東京荏原
18. 山 下 規 介 東京ピース 113. 大 友 敏 郎 東京セントポール 208. 石 川 味 季 東京荏原
19. 今 泉 大 輔 東京ピース 114. 佐 久 間 洋 一 東京駿河台 209. 市 原 晃 毅 東京荏原
20. 大 松 澤 実 絵 東京ピース 115. 田 中 亜 紀 子 東京駿河台 210. 菅 野 哲 介 東京目黒
21. 荻 野 邦 子 東京ピース 116. 根 田 吉 雄 東京駿河台 211. 富 田 純 明 東京目黒
22. 前 川 薫 東京ピース 117. 平 田 桂 子 東京駿河台 212. 岡 村 秀 親 東京目黒
23. 白 鳥 マ キ 東京ピース 118. 伊 東 敏 東京白門 213. 星 野 賢 治 東京五反田
24. 重 山 元 明 東京一ツ橋 119. 石 村 博 義 東京白門 214. 草 刈 俊 明 東京五反田
25. 庄 司 正 憲 東京一ツ橋 120. 根 岸 清 一 東京白門 215. 小 倉 豊 東京ウエスト
26. 伊 賀 則 夫 東京葵 121. 後 藤 裕 文 東京法政 216. 谷 山 光 俊 東京ウエスト
27. 金 炫 雄 東京葵 122. 沽 野 正 晴 東京江北 217. 柳 井 健 一 東京ウエスト
28. 橋 口 啓 一 東京葵 123. 飯 田 豊 東京葛飾 218. 冨 樫 誠 東京レスキュー
29. 吉 﨑 光 男 東京葵 124. 折 登 紀 昭 東京葛飾 219. 中 野 了 東京渋谷
30. 今 井 龍 司 東京葵 125. 小 林 良 吉 東京葛飾 220. 森 亮 介 東京渋谷
31. 福 井 清 太 東京葵 126. 曽 我 部 大 東京葛飾東 221. 吉 橋 す み れ 東京渋谷
32. 宮 上 光 喜 東京中央 127. 小 島 信 之 東京葛飾東 222. 竹 本 一 郎 東京渋谷
33. 市 村 一 敏 東京中央 128. 吉 川 研 司 東京葛飾東 223. 大 里 堅 東京渋谷
34. 岡 野 忠 生 東京日本橋 129. 大 塚 喜 司 東京葛飾東 224. 小 川 清 正 東京渋谷
35. 鈴 木 春 男 東京日本橋 130. 稲 葉 常 治 東京葛飾東 225. 蜂 谷 陸 男 東京原宿
36. 伊 藤 雅 彦 東京日本橋 131. 田 中 壽 一 東京江戸川 226. 藤 村 拓 也 東京原宿
37. 菅 原 雅 雄 東京堀留 132. 原 田 貞 機 東京江戸川 227. 大 野 武 東京渋谷中央
38. 藤 野 誉 修 東京京橋八重洲 133. 上 野 繁 幸 東京江戸川 228. 沼 田 卓 一 東京神宮前
39. 梅 澤 蔦 子 東京京橋八重洲 134. 長 島 常 和 東京江戸川 229. 荘 英 隆 東京恵比寿
40. 太 田 学 東京京橋八重洲 135. 硯 川 俊 浩 東京江戸川南 230. 大 古 正 博 東京代々木
41. 小 林 眞 理 子 東京メディカル 136. 福 田 大 也 東京江戸川南 231. 三 和 三 郎 東京代々木
42. 木 下 満 東京銀座 137. 山 本 鑛 一 東京足立 232. 大 城 満 東京セントラル代官山

43. 越 村 義 雄 東京銀座 138. 武 居 正 幸 東京足立 233. 諸 見 里 清 東京世田谷
44. 松 川 昭 義 東京銀座 139. 渡 辺 隆 之 東京足立 234. 山 本 康 弘 東京世田谷
45. 山 田 春 雄 東京銀座 140. 石 井 一 夫 東京西新井 235. 西 山 和 範 東京世田谷
46. 蛭 田 道 子 東京銀座 141. 小 林 豊 浩 東京西新井 236. 進 藤 義 夫 東京世田谷
47. 柴 田 耕 二 東京銀座 142. 橋 本 初 雄 東京足立中央 237. 須 藤 陽 子 東京世田谷
48. 高 野 健 東京銀座 143. 浅 田 善 弘 東京足立中央 238. 太 田 珠 貴 東京世田谷
49. 宇 田 英 樹 東京銀座 144. 井 桁 凰 雄 東京浅草 239. 青 山 友 東京世田谷
50. 青 木 正 孝 東京銀座 145. 丸 山 眞 司 東京浅草 240. 関 真 一 郎 東京田園調布
51. 遠 藤 啓 之 東京銀座 146. 清 水 義 久 東京飛翔 241. 梶 原 利 文 東京成城
52. 大 石 誠 東京数寄屋橋 147. 竹 島 秀 章 東京飛翔 242. 日 下 勲 東京成城
53. 高 桑 昌 彦 東京数寄屋橋 148. 山 口 桂 造 東京上野 243. 芝 田 好 晃 東京成城
54. 戸 部 研 一 東京数寄屋橋 149. 櫻 井 正 人 東京上野 244. 中 村 善 子 東京成城
55. 村 木 秀 之 東京数寄屋橋 150. 杉 浦 宏 重 東京上野 245. 朝 生 公 章 東京成城
56. 鹿 野 祥 誠 東京数寄屋橋 151. 河 田 薫 東京上野 246. 五 月 女 仁 東京三軒茶屋
57. 江 端 貴 子 東京数寄屋橋 152. 高 橋 美 恵 子 東京上野南 247. 藤 村 貞 夫 東京三軒茶屋
58. 片 岡 和 秀 東京数寄屋橋 153. 根 岸 久 美 子 東京上野南 248. 北 見 正 雄 東京三軒茶屋
59. 田 村 聖 二 東京数寄屋橋 154. 寺 田 義 和 東京鶯谷 249. 重 信 眞 一 東京シティ
60. 宍 倉 直 武 東京数寄屋橋 155. 海 野 美 津 雄 東京鶯谷 250. 田 中 世 根 夫 東京シティ
61. 中 野 克 行 東京数寄屋橋 156. 濵 田 憲 孝 東京鶯谷 251. 宮 本 浩 生 東京シティ
62. 権 藤 理 俊 東京数寄屋橋 157. 牧 島 弘 充 東京イースト 252. 水 野 秀 一 東京シティ
63. 佐 藤 塁 東京数寄屋橋 158. 五 箇 一 善 東京北 253. 海 藤 佑 介 東京シティ
64. 本 杉 達 哉 東京数寄屋橋 159. 紀 室 研 一 東京北 254. 小 園 洋 平 東京シティ
65. 知 野 秀 雄 東京晴海 160. 澤 田 雅 夫 東京北 255. 野 々 晴 久 東京玉川
66. 西 﨑 修 治 東京晴海 161. 飯 田 善 彦 東京荒川 256. 天 野 曻 東京玉川
67. 脇 村 孝 友 東京晴海 162. 葛 西 克 之 東京荒川 257. 松 野 順 子 東京玉川
68. 松 村 早 千 枝 東京晴海 163. 栗 林 正 次 東京荒川 258. 浅 井 喜 八 郎 東京さぎそう
69. 坪 谷 茂 東京平成 164. 朝 倉 正 博 東京赤羽 259. 島 田 益 吉 東京さぎそう
70. 高 島 誠 東京平成 165. 久 保 田 明 雄 東京赤羽 260. 丸 洋 栄 東京さぎそう
71. 窪 田 崇 人 東京平成 166. 小 島 悟 東京赤羽 261. 木 下 徹 東京さぎそう
72. 中 村 理 恵 東京並木通 167. 千 明 賢 人 東京赤羽 262. 河 津 延 樹 東京自由が丘
73. 池 田 辰 二 東京並木通 168. 木 村 淳 一 東京荒川西 263. 山 浦 晟 暉 東京新宿
74. 山 崎 英 司 東京並木通 169. 明 戸 真 弓 美 東京荒川西 264. 中 井 正 力 東京新宿
75. 佐 原 幸 雄 東京みやこ 170. 土 橋 圭 子 東京荒川西 265. ま る も ゆ き こ 東京新宿
76. 河 合 悦 子 東京みやこ 171. 伊 藤 亮 一 東京荒川西 266. 吉 田 亮 一 東京新宿
77. 栗 原 敏 直 東京みやこ 172. 山 口 勝 一 東京中央南 267. 伊 藤 春 雄 東京新宿
78. 田 口 秀 明 東京みやこ 173. 内 田 照 男 東京志村 268. 伊 井 和 彦 東京新宿
79. 塩 澤 元 基 東京みやこ 174. 菅 俣 邦 彦 東京志村 269. 田 邊 浩 嗣 東京新宿
80. 寺 垣 俊 介 東京山王 175. 瀬 尾 正 弘 東京板橋西 270. 狩 野 昭 東京新宿
81. 岡 部 達 彦 東京山王 176. 滑 川 健 民 東京板橋西 271. 泊 正 重 東京スバル
82. 山 口 健 介 東京山王 177. 鈴 木 雅 章 東京けやき 272. 広 瀬 紫 乃 東京スバル
83. 三 宅 泰 雄 東京浜松町 178. 篠 順 三 東京けやき 273. 最 上 裕 光 東京スバル
84. 須 藤 修 東京芝 179. 高 麗 伸 三 東京けやき 274. 佐 々 木 洋 文 東京中野
85. 福 田 守 弘 東京芝 180. 瓜 生 一 仁 東京けやき 275. 佐 藤 光 男 東京中野
86. 立 木 健 康 東京芝 181. 小 川 晶 子 東京ウィル 276. 鈴 木 宏 侑 東京中野
87. 浅 井 洋 一 郎 東京新橋 182. 秋 元 政 江 東京池袋 277. 鈴 木 芳 久 東京中野
88. 服 部 誠 東京新橋 183. 大 庭 明 彦 東京豊島 278. 宇 田 川 直 子 東京中野
89. 外 山 一 宏 東京新橋 184. 織 本 真 一 郎 東京豊島 279. 中 郡 一 雄 東京中野
90. 阿 部 哲 夫 東京霞ヶ関 185. 柳 秀 夫 東京豊島 280. 内 田 眞 人 東京杉並
91. 積 田 朋 子 東京霞ヶ関 186. 西 脇 和 紀 東京豊島 281. 朝 倉 愼 一 東京高井戸
92. 橘 薫 東京麹町 187. 真 尾 信 二 東京豊島 282. 鈴 木 則 正 東京高井戸
93. 阿 久 津 隆 文 東京赤坂 188. 金 日 秀 東京豊島 283. 白 川 邦 雄 東京しいの木
94. 大 塚 隆 朗 東京赤坂 189. 生 形 昌 道 東京豊新 284. 関 口 龍 二 東京しいの木
95. 大 和 田 尚 子 東京赤坂 190. 堀 越 洋 介 東京豊新 285. 笠 原 恒 幸 東京早稲田
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286. 矢 口 実 東京早稲田 380. 鈴 木 芳 之 横浜中央市場 475. 安 藤 均 川崎リバティ
287. 竹 本 裕 美 東京新宿東 381. 竹 内 康 洋 横浜中央市場 476. 齋 藤 隆 川崎リバティ
288. 谷 口 博 一 東京新宿東 382. 板 井 要 二 新横浜 477. 野 村 栄 子 川崎リバティ
289. 小 川 初 枝 東京調布 383. 岸 茂 子 横浜みなと-馬車道 478. 関 口 耕 平 川崎リバティ
290. 永 井 廣 通 東京調布 384. 石 尾 ひ と み 横浜みなと-馬車道 479. 吉 田 久 弘 川崎西
291. 矢 田 部 満 東京調布 385. 森 谷 紀 子 横浜みなと-馬車道 480. 遠 藤 昌 宏 川崎西
292. 藤 原 和 広 東京調布 386. 小 川 壽 美 子 横浜みなとマリン 481. 米 山 真 仁 川崎西
293. 宝 久 雄 東京調布 387. 田 嶋 昇 横浜シニア 482. 小 林 昇 川崎稲田
294. 山 﨑 清 教 東京調布 388. 高 畠 祐 二 横浜寿 483. 河 野 ゆ か り 川崎稲田
295. 後 藤 登 東京武蔵野 389. 飯 塚 武 郎 横浜寿 484. 濱 野 成 章 川崎稲田
296. 吉 田 宗 一 郎 東京武蔵野 390. 福 井 康 朝 横浜寿 485. 島 津 惠 右 川崎白百合
297. 清 水 宏 益 東京武蔵野 391. 木 下 忠 義 横浜ふじ 486. 成 田 正 弘 川崎白百合
298. 秋 本 光 司 東京武蔵野 392. 中 嶋 義 臣 横浜ふじ 487. 秋 山 勲 川崎富士見
299. 髙 橋 茂 東京三鷹 393. 関 口 昇 横浜港南 488. 井 田 光 政 川崎富士見
300. 河 並 祐 幸 東京三鷹 394. 川 前 守 横浜港南 489. 目 代 健 次 川崎富士見
301. 窪 田 直 隆 東京三鷹 395. 北 見 裕 之 横浜港南 490. 濃 沼 政 幸 川崎多摩
302. 坂 本 純 一 東京三鷹 396. 飯 澤 盛 夫 横浜リバティ 491. 宮 﨑 俊 一 川崎多摩
303. 青 木 秀 茂 東京吉祥寺 397. 大 垣 建 一 横浜リバティ 492. 迹 見 廣 一 箱根
304. 浜 田 一 真 東京吉祥寺 398. 小 川 健 治 横浜港南台 493. 太 田 明 宏 箱根
305. 小 林 伸 光 東京吉祥寺 399. 石 川 菜 穂 子 横浜港南台 494. 中 嶋 順 箱根
306. 清 水 健 二 東京吉祥寺 400. 菊 地 敏 幸 横浜港南台 495. 菅 野 紀 幸 小田原
307. 横 溝 秀 明 東京吉祥寺 401. 尾 立 孝 司 横浜ポートヒル 496. 下 田 秀 史 小田原
308. 富 士 智 東京吉祥寺 402. 松 尾 光 雄 横浜ポートヒル 497. 花 田 亮 小田原
309. 戸 田 周 良 東京町田 403. 吉 野 和 宏 横浜ポートヒル 498. 濵 野 兼 利 小田原
310. 大 塚 英 夫 東京横田 404. 遠 藤 弘 治 横浜金沢マリーン 499. 佐 藤 芳 織 小田原
311. 水 葉 雅 雄 東京横田 405. 小 池 和 子 500. 榎 本 香 咲 花 湯河原
312. 岡 崎 浩 一 東京横田 406. 尾 形 慶 三 501. 安 藤 透 小田原白梅
313. 荒 牧 潤 哉 東京横田 407. 中 井 弘 明 横浜シーサイド 502. 大 滝 靖 生 小田原白梅
314. 田 野 倉 和 己 東京立川 408. 坂 正 光 横浜磯子 503. 大 南 修 平 小田原白梅
315. 梶 原 正 和 東京小金井 409. 富 弥 克 司 横浜磯子西 504. 加 藤 伸 一 小田原白梅
316. 福 島 俊 郎 東京小金井 410. 村 瀬 雄 二 横浜磯子西 505. 久 津 間 康 允 小田原白梅
317. 向 井 忠 義 東京小金井 411. 森 川 吉 孝 横浜サンセット２１ 506. 倉 田 雅 史 小田原白梅
318. 田 中 勉 東京小金井 412. 石 澤 勝 横浜サンセット２１ 507. 秋 山 隆 一 郎 小田原白梅
319. 師 岡 繁 行 東京国分寺 413. 鎌 田 英 広 横浜サンセット２１ 508. 石 井 理 美 小田原松風
320. 丸 山 哲 平 東京国分寺 414. 岩 城 浩 眞 横浜サンセット２１ 509. 小 清 水 征 次 秦野
321. 波 多 野 和 夫 武蔵村山 415. 大 貫 文 夫 横浜保土ヶ谷 510. 大 澤 玲 子 秦野
322. 菊 地 徳 治 東京国立 416. 松 村 大 輔 横浜保土ヶ谷 511. 遠 藤 信 行 秦野
323. 伊 藤 勝 東京田無 417. 森 本 隆 之 横浜旭 512. 村 上 公 和 秦野
324. 塩 月 藤 太 郎 東京田無 418. 小 笠 原 政 憲 横浜旭 513. 桜 井 孝 一 南足柄
325. 鎌 田 忠 詞 東京田無 419. 柳 室 敏 明 横浜旭 514. 加 藤 洋 一 南足柄
326. 増 田 正 明 東京田無 420. 内 田 博 之 横浜旭 515. 矢 野 二 郎 南足柄
327. 一 瀬 晴 雄 東京田無 421. 樋 口 一 夫 横浜たちばな 516. 村 上 覚 則 南足柄
328. 髙 橋 雅 人 東京田無 422. 保 科 明 彦 横浜たちばな 517. 湯 川 嘉 一 山北
329. 山 本 和 東京田無 423. 林 宝 秀 行 横浜たちばな 518. 佐 藤 精 一 郎 山北
330. 今 井 治 東京八王子中央 424. 秋 本 富 男 横浜ひかり 519. 高 橋 佳 信 山北
331. 嶋 田 徳 彦 東京八王子中央 425. 福 原 了 一 横浜ひかり 520. 篠 本 幸 彦 山北
332. 髙 垣 惠 美 子 東京八王子高尾 426. 岩 﨑 絹 代 横浜神奈川東 521. 木 川 修 一 山北
333. 完 山 一 範 東京八王子高尾 427. 鈴 木 令 子 横浜戸塚 522. 阿 部 三 郎 秦野あづま
334. 西 野 貢 右 東京八王子高尾 428. 渡 邊 憲 行 横浜東戸塚 523. 関 野 豊 二 郎 秦野あづま
335. 山 田 新 一 東京八王子高尾 429. 小 嶋 博 文 横浜東戸塚 524. 原 田 幸 雄 秦野あづま
336. 石 井 征 二 東京八王子陵東 430. 前 田 絵 美 横浜東戸塚 525. 井 出 孝 平塚
337. 近 藤 正 彦 東京八王子陵東 431. 森 嶋 雄 大 横浜東戸塚 526. 岩 田 耕 平 平塚
338. 下 田 裕 史 東京八王子陵東 432. 太 田 守 正 横浜本郷 527. 宮 代 彰 久 平塚
339. 鈴 木 順 一 東京八王子陵東 433. 牧 田 健 一 横浜戸塚中央 528. 尾 崎 良 一 平塚
340. 水 野 淳 東京八王子陵東 434. 西 川 実 横浜戸塚中央 529. 池 谷 正 人 平塚なでしこ
341. 中 村 三 奈 東京八王子陵東 435. 小 松 和 芳 横浜戸塚中央 530. 髙 岡 捷 二 平塚湘南
342. 飯 田 満 弥 東京八王子陵東 436. 十 重 田 航 横浜戸塚中央 531. 府 川 勝 平塚湘南
343. 西 春 美 東京八王子陵東 437. 森 和 弘 横浜泉 532. 岩 崎 肇 伊勢原
344. 蒲 生 強 東京八王子陵東 438. 水 戸 将 史 横浜泉 533. 田 中 信 一 伊勢原
345. 加 藤 陽 介 東京八王子陵東 439. 伊 東 宏 信 横浜泉 534. 荒 川 誠 二 伊勢原ひかり
346. 安 和 和 洋 東京八王子陵東 440. 村 井 廣 司 川崎 535. 山 田 勉 伊勢原ひかり
347. 柏 原 義 明 東京八王子陵東 441. 森 章 川崎 536. 山 本 武 司 伊勢原ひかり
348. 廣 川 大 輔 東京八王子陵東 442. 阿 野 順 一 川崎 537. 石 射 正 英 厚木
349. 滝 島 由 雄 東京瑞穂 443. 後 迫 豪 川崎 538. 長 友 正 次 厚木
350. 伏 見 博 志 東京瑞穂 444. 飯 塚 正 良 川崎田島 539. 柴 田 豊 厚木

445. 奥 田 孝 川崎田島 540. 梶 谷 美 雄 厚木
351. 堀 米 博 横浜 446. 松 永 紀 文 川崎中央 541. 鈴 木 泰 堂 厚木さつき
352. 鈴 木 軌 士 横浜 447. 阿 部 勝 川崎東 542. 羽 場 正 義 厚木さつき
353. 金 子 亨 横浜 448. 米 山 実 川崎東 543. 斉 藤 良 治 厚木さつき
354. 小 山 正 武 横浜金港 449. 内 藤 尚 剛 川崎臨海 544. 花 上 康 一 厚木さつき
355. 平 野 孝 夫 横浜金港 450. 石 田 真 一 川崎臨海 545. 髙 木 圭 厚木もみじ
356. 北 原 美 智 子 横浜金港 451. 安 達 成 功 川崎南 546. 皆 川 幸 男 厚木もみじ
357. 白 井 聡 横浜金港 452. 大 川 幸 男 川崎南 547. 渡 邉 あ け み 厚木マルベリー
358. 笠 井 政 記 横浜金港 453. 和 出 一 男 川崎南 548. 内 田 幸 二 厚木マルベリー
359. 楠 明 横浜金港 454. 西 村 恭 仁 子 川崎南 549. 櫻 井 貴 裕 藤沢
360. 德 永 三 朗 横浜金港 455. 太 田 和 也 川崎葵 550. 北 川 智 弘 藤沢
361. 鈴 木 直 樹 横浜中 456. 緒 方 裕 治 川崎葵 551. 塚 本 昌 紀 藤沢
362. 関 根 信 男 横浜中 457. 髙 木 明 生 川崎葵 552. 森 谷 好 行 藤沢湘南
363. 池 田 真 横浜中 458. 岡 里 菊 廣 川崎葵 553. 林 裕 之 助 藤沢湘南
364. 山 森 独 人 横浜中 459. 深 沢 正 吉 川崎橘 554. 木 村 真 由 美 藤沢湘南
365. 山 本 隆 志 横浜中 460. 海 道 忠 信 川崎橘 555. 鈴 木 亮 一 藤沢湘南
366. 山 岸 知 幸 横浜東 461. 船 橋 泰 三 川崎武蔵 556. 岡 美 佐 子 藤沢中央
367. 金 子 幸 男 横浜東 462. 山 下 学 川崎武蔵 557. 吉 本 晴 夫 藤沢中央
368. 加 藤 道 一 横浜中央 463. 伊 藤 忠 利 川崎多摩川 558. 辻 井 祐 幸 藤沢ライフ
369. 神 田 信 男 横浜中央 464. 是 近 幸 春 川崎多摩川 559. 嶋 村 裕 二 藤沢アクティ
370. 小 山 淳 太 郎 横浜中央 465. 佐 藤 文 哉 川崎多摩川 560. 桜 井 直 人 藤沢アクティ
371. 井 出 正 夫 横浜中央 466. 塩 澤 秀 夫 川崎朋友 561. 落 合 弘 子 茅ヶ崎グリーン
372. 谷 正 昭 横浜長者 467. 市 川 佳 子 川崎朋友 562. 野 田 覚 茅ヶ崎グリーン
373. 加 藤 光 太 郎 横浜伊勢佐木 468. 小 島 克 巳 川崎中原 563. 坂 本 和 弘 寒川
374. 萩 原 重 徳 横浜伊勢佐木 469. 猪 股 彰 川崎中原 564. 久 留 主 繁 寒川
375. 加 藤 小 百 合 横浜元町 470. 金 子 顕 川崎北 565. 藤 澤 輝 夫 寒川
376. 相 原 和 行 横浜瀬谷 471. 金 子 圭 賢 川崎北 566. 水 知 晴 美 湘南茅ヶ崎
377. 佐 藤 康 横浜瀬谷 472. 沓 掛 朗 川崎巽 567. 吉 田 初 子 湘南茅ヶ崎
378. 足 立 和 夫 横浜BayCity 473. 古 谷 和 弘 川崎巽 568. 田 嶋 巌 横須賀北
379. 荒 木 敏 行 横浜中央市場 474. 山 本 直 正 川崎リバティ 569. 花 房 玲 子 横須賀北
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　代議員名簿

570. 齋 藤 秀 敏 横須賀北 665. 宮 田 典 和 鳩ヶ谷 761. 長 谷 部 芳 明 蓮田
571. 亀 井 真 司 横須賀 666. 熊 木 義 二 戸田 762. 吉 田 茂 蓮田
572. 杉 澤 友 晴 横須賀 667. 齋 藤 友 希 戸田 763. 本 澤 秀 一 蓮田
573. 奥 野 弥 生 横須賀 668. 山 﨑 裕 一 戸田 764. 小 森 豊 政 白岡
574. 嘉 山 茂 横須賀南 669. 細 井 勉 戸田 765. 山 下 昭 憲 白岡
575. 濵 田 徹 横須賀中央 670. 鈴 木 晃 夫 川口東 766. 村 松 良 虎 熊谷
576. 渡 辺 幸 範 横須賀中央 671. 鶴 岡 治 洋 川口東 767. 柴 崎 宏 深谷
577. 望 月 真 澄 横須賀中央 672. 小 峰 理 孝 浦和 768. 原 浩 深谷
578. 飯 嶋 直 樹 横須賀中央 673. 吉 田 博 晃 浦和 769. 剱 持 紀 雄 深谷
579. 小 澤 長 幸 横須賀中央 674. 秋 元 憲 一 さいたま南ロイヤル 770. 平 識 豪 深谷
580. 高 木 田 鶴 子 横須賀衣笠 675. 大 林 和 弥 さいたま南ロイヤル 771. 曽 田 定 男 熊谷さくら
581. 大 竹 良 横須賀東 676. 金 子 義 人 さいたま南ロイヤル 772. 奥 崎 一 枝 熊谷さくら草
582. 大 野 典 明 横須賀東 677. 山 﨑 政 次 さいたま南ロイヤル 773. 漆 原 正 人 行田
583. 生 山 昌 子 鎌倉 678. 茅 野 雅 朗 さいたま南ロイヤル 774. 額 賀 洋 一 行田
584. 日 置 英 二 鎌倉 679. 花 岡 能 理 雄 さいたま南ロイヤル 775. 小 島 洋 加須
585. 半 沢 剛 逗子葉山 680. 長 谷 川 際 一 さいたま南ロイヤル 776. 清 水 延 浩 加須
586. 金子エスター聖美 逗子葉山 681. 大 塚 長 蔵 さいたま南ロイヤル 777. ベイリー久美子 加須
587. 石 井 猛 雄 竜王 682. 村 上 眞 之 さいたま南ロイヤル 778. 榎 本 信 明 加須
588. 齋 城 好 司 竜王 683. 堀 江 良 彰 さいたま南ロイヤル 779. 関 根 健 治 羽生
589. 今 村 慎 輔 甲府 684. 早 川 幸 喜 浦和西 780. 小 林 博 久喜
590. 中 込 知 温 甲府 685. 大 熊 泰 雄 与野新都心 781. 田 口 幸 隆 久喜
591. 中 澤 一 浩 甲府 686. 竹 井 早 苗 与野新都心 782. 塚 田 雅 彦 秩父
592. 原 紀 元 甲府 687. 辻 村 直 秋 与野新都心 783. 長 井 建 充 秩父
593. 名 執 文 雄 甲府 688. 笹 原 龍 一 与野新都心 784. 萩 原 教 秀 秩父
594. 小 穴 昭 彦 甲府 689. 川 鍋 裕 夫 大宮 785. 齋 藤 実 飯能
595. 末 木 好 臣 甲府北 690. 望 月 義 一 大宮 786. 浅 見 浩 士 飯能
596. 髙 添 正 彦 甲府舞鶴 691. 榎 本 哲 也 大宮 787. 木 下 忠 雄 飯能
597. 平 賀 新 也 甲府舞鶴 692. 大 久 保 雅 弘 大宮 788. 中 山 茂 治 入間
598. 土 橋 亨 甲府シティ 693. 矢 部 貴 雅 大宮氷川 789. 根 岸 透 入間
599. 渡 辺 和 廣 甲府シティ 694. 大 川 信 子 さいたま桜 790. 北 田 圭 司 狭山
600. 五 味 勝 己 甲府シティ 695. 鈴 木 三 枝 子 さいたま桜 791. 齋 藤 達 狭山
601. 松 本 善 万 甲府シティ 696. 三 上 晶 子 さいたま桜 792. 田 中 雄 一 狭山
602. 山 田 栄 一 甲府中央 697. 井 上 忠 孝 大宮北 793. 入 澤 民 雄 西秩父
603. 岩 間 辰 也 甲府中央 698. 大 谷 博 之 大宮北 794. 相 馬 威 西秩父
604. 小 山 内 龍 司 甲府南 699. 中 村 泰 久 大宮北 795. 関 口 正 明 西秩父
605. 雨 宮 由 憲 甲府南 700. 小 沼 利 夫 大宮北 796. 大 嶋 洋 一 秩父中央
606. 今 村 仁 司 甲府東 701. 伊 藤 英 信 大宮中央 797. 島 田 佳 宣 秩父中央
607. 小 野 嘉 一 郎 甲府若葉 702. 工 藤 利 幸 大宮中央 798. 三 島 木 悦 子 秩父中央
608. 小 尾 武 甲府若葉 703. 加 藤 久 策 大宮見沼 799. 兒 玉 清 則 秩父中央
609. 高 山 政 宏 甲府若葉 704. 阿 戸 健 次 大宮見沼 800. 島 田 昭 秩父中央
610. 入 倉 徳 雄 南アルプス 705. 武 藤 博 昭 大宮見沼 801. 山 田 明 子 ところざわ
611. 河 西 璋 八 南アルプス 706. 山 﨑 勇 大宮見沼 802. 藤 井 栄 一 ところざわ
612. 清 水 禎 次 郎 南アルプス 707. 織 田 園 子 大宮見沼 803. 関 根 文 男 東松山
613. 新 津 辰 夫 南アルプス 708. 堀 江 栄 一 大宮見沼 804. 間 山 登 喜 雄 東松山
614. 花 輪 武 彦 南アルプス 709. 田 村 禮 子 大宮見沼 805. 森 川 明 治 郎 坂戸
615. 鞠 子 忠 一 南アルプス 710. 島 田 紀 子 大宮グリーン 806. 海 野 剛 坂戸
616. 加 藤 正 藏 南アルプス 711. きたがわけい子 大宮グリーン 807. 柚 山 明 人 坂戸
617. 日 向 勝 北杜 712. 山 口 一 夫 伊奈 808. 小 林 幸 雄 小川
618. 山 寺 育 三 韮崎 713. 加 藤 衛 伊奈 809. 瀬 川 豊 小川
619. 横 内 正 孝 韮崎 714. 齋 藤 孝 芳 伊奈 810. 佐 山 久 男 小川
620. 中 川 一 穂 韮崎 715. 伊 藤 晴 一 伊奈 811. 神 山 明 嵐山ときがわ
621. 藤 原 英 喜 韮崎 716. 箕 輪 登 上尾 812. 水 谷 幸 太 郎 嵐山ときがわ
622. 樋 口 正 幸 韮崎 717. 祢 津 尚 人 上尾 813. 大 屋 保 川越
623. 岩 下 泰 樹 韮崎 718. 谷 川 喜 一 上尾 814. 山 田 稔 川越
624. 岩 野 秀 夫 笛吹 719. 木 檜 敏 明 上尾 815. 佐 藤 奈 穂 里 川越
625. 窪 田 勲 笛吹 720. 高 沢 英 人 上尾 816. 石 川 栄 次 川越
626. 丸 山 治 彦 笛吹 721. 秋 山 博 和 上尾 817. 鈴 木 政 隆 川越
627. 岡 部 修 司 塩山 722. 高 橋 建 郎 上尾中央 818. 伊 藤 利 一 川越
628. 斉 藤 政 尚 山梨 723. 松 原 一 郎 上尾中央 819. 安 斉 弘 二 川越葵
629. 鶴 田 好 孝 山梨 724. 板 倉 昇 上尾中央 820. 根 岸 務 川越葵
630. 米 倉 仁 山梨 725. 間 中 一 好 鴻巣 821. 堀 満 川越葵
631. 奥 井 和 也 山梨 726. 陸 田 典 志 鴻巣 822. 小 川 哲 男 川越葵
632. 小 林 喜 代 次 河口湖 727. 福 田 誠 一 草加 823. 関 根 達 也 川越葵
633. 山 田 巧 河口湖 728. 堀 江 豊 草加 824. 根 岸 和 夫 川島
634. 田 辺 信 義 富士吉田中央 729. 栗 原 隆 二 八潮 825. 加 藤 高 川越初雁
635. 井 上 光 江 富士吉田中央 730. 猪 野 塚 弘 樹 八潮 826. 金 子 正 之 川越初雁
636. 石 原 英 司 上野原 731. 寺 原 一 行 八潮 827. 柳 澤 一 美 川越初雁
637. 村 松 滝 夫 上野原 732. 小 幡 香 代 子 三郷 828. 飯 島 敦 子 川越初雁
638. 東 山 和 広 上野原 733. 植 木 政 弘 三郷 829. 吉 野 淳 司 川越初雁
639. 車 淳 泰 上野原 734. 香 取 潔 三郷鳰鳥 830. 佐 久 間 仁 志 川越初雁
640. 木 村 信 男 上野原 735. 神 永 一 行 三郷鳰鳥 831. 橋 本 利 弘 日高武蔵
641. 小 松 英 一 甲州富士山 736. 山 上 博 愛 越谷 832. 加 藤 純 一 日高武蔵
642. 中 澤 敬 介 大和リバティ 737. 栗 原 章 人 越谷 833. 関 根 勝 巳 川越中央
643. 塚 野 浩 幸 大和リバティ 738. 青 山 久 志 越谷 834. 佐 橋 茂 樹 川越中央
644. 杉 山 亜 里 紗 大和リバティ 739. 清 水 重 夫 越谷中央 835. 仁 居 弘 一 川越中央
645. 清 水 紘 二 郎 相模原 740. 中 村 静 男 越谷中央 836. 飛 田 和 一 雄 富士見
646. 阿 部 英 明 相模原シティ 741. 大 鶴 正 越谷中央 837. 細 田 英 夫 富士見
647. 藤 壷 弘 樹 相模原シティ 742. 菊 池 満 越谷平成 838. 萩 原 学 富士見
648. 谷 川 亘 相模原シティ 743. 北 野 三 雄 越谷平成 839. 内 田 昌 人 大井
649. 百 合 草 康 裕 相模原シティ 744. 尾 崎 博 則 春日部 840. 嶋 村 毅 大井
650. 林 一 樹 相模原シティ 745. 山 口 哲 生 春日部 841. 髙 野 清 朝霞
651. 木 本 洋 綾瀬 746. 新 井 秀 幸 春日部 842. 長 島 進 朝霞
652. 柴 﨑 雅 司 綾瀬 747. 鈴 木 利 紀 春日部中央 843. 髙 木 秀 治 朝霞
653. 大 川 剛 相模原南 748. 鈴 木 勉 杉戸 844. 渡 邊 美 子 朝霞
654. 坂 上 裕 三 相模原南 749. 大 島 道 雄 岩槻 845. 鴨 下 直 人 朝霞
655. 丸 山 正 浩 相模原中央 750. 戸 塚 隆 岩槻 846. 井 上 嘉 一 和光
656. 山 村 と も 子 相模原中央 751. 山 本 徹 秀 岩槻 847. 田 中 明 和光
657. 石 井 和 雄 相模原グリーン 752. 濱 野 雅 司 岩槻 848. 加 山 泰 秀 和光
658. 一 宮 英 雄 相模原けやき 753. 丸 山 泰 幸 岩槻 849. 大 澤 正 志 和光

754. 矢 部 武 岩槻 850. 伊 東 正 男 志木
659. 大 野 元 裕 川口 755. 遠 藤 実 岩槻 851. 白 石 光 幸 志木
660. 増 田 佳 之 川口 756. 池 田 尚 司 岩槻 852. 石 橋 重 雄 新座中央
661. 今 井 弥 栄 子 川口 757. 金 井 広 岩槻 853. 仲 田 拓 司 新座中央
662. 長 堀 雅 一 川口 758. 小 宮 康 一 郎 岩槻 854. 津 川 眞 一 新座中央
663. 鈴 木 一 雄 鳩ヶ谷 759. 飯 野 健 三 蓮田
664. 松 矢 功 鳩ヶ谷 760. 高 橋 賢 司 蓮田
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